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Ⅰ はじめに

Ⅱ 介護保険指定事業者に対する指導及び監査について

Ⅲ 業務管理体制の整備と法令遵守責任者の役割

Ⅳ 介護現場で事故が起こった場合の対応について

Ⅴ 非常災害対策

Ⅵ 事務連絡①～⑧

Ⅶ 平成21年度 実地指導の結果（実施にあたっての留意事項）

Ⅷ 身体拘束廃止（アンケート集計をもとに）

Ⅸ 管理者・生活相談員の責務と質の向上

Ⅹ 感染症・食中毒対策 ※備中保健所からの説明、手洗いの実演

★ その他参考資料（感染症、食中毒、労働条件改善、質問票等）

本

日

の

内

容
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はじめにはじめに
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Outline

局長通知・課長通知
ex.「～実施上の留意事

項について」

通 知

厚生労働省
ex.介護保険法施行規則

指定居宅サービス等の事業
の人員、設備及び運営に関
する基準

省令・告示

内閣
ex.介護保険法施行令

政 令

議員立法
ex. Ｃ型肝炎特別措置法

行政法
ex.介護保険法

一般法
ex.民法

法 律

－遵守すべき法令－
● 民法、刑法
● 介護保険法
● 老人福祉法
● 医療法
● 労働法（労働基準法など）
● 税法（消費税法など）

・・・・・・・・etc.

－遵守すべき法令－
● 民法、刑法
● 介護保険法
● 老人福祉法
● 医療法
● 労働法（労働基準法など）
● 税法（消費税法など）

・・・・・・・・etc.

司 法

立 法 行 政
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Outline

利用料・契約内容等に

関するもの

事業収支計画に関する

もの

施設管理・サービス提供
等運営に関するもの

職員の配置等人員に

関するもの

建築物の敷地・構造・設備
に関するもの

都市計画・土地利用等に
関するもの

有料老人ホーム基準

軽費老人ホーム基準

養護老人ホーム基準

適合高専賃基準

ハ
ー
ド

経
営

ソ
フ
ト

国 都道府県 市町村

老人福祉法
老人福祉法施行規則

社会福祉法 厚生労働省告示第２６４号

厚生省令第１９号
厚生労働省令第１０７号

都市計画法

建築基準法 消防法

バリアフリー法

高齢者の居住の安定
確保に関する法律

高齢者が居住する住宅
の設計に係る指針

介護保険法関係
厚生労働省令第３５号
厚生省令第３６号
厚生省令第３７号
厚生省老企第５２号
厚生省老企第２５号

老人福祉法
老人福祉法
施行規則

厚生労働省告示第２６６号

景

品

表

示

法

個
人
情
報
保
護
法
・ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

公
益
通
報
者
保
護
法

原
状
回
復
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル

と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

高
齢
者
虐
待
防
止
法

消
費
者
契
約
法

岡
山
県
有
料
老
人
ホ
ー
ム
設
置
運
営
指
導
指
針
・自
己
点
検
シ
ー
ト

岡
山
県
適
合
高
齢
者
専
用
賃
貸

住
宅
設
置
運
営
指
導
要
綱

福
祉
の
ま
ち

づ
く
り
条
例

外
部
評
価
制
度

労働法関係

医療法関係

社会福祉法
関係通知
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Outline

特定施設 ９０施設・４，０６４床

有料老人ホーム （６４）

軽費老人ホーム （１８）

養護老人ホーム （８）

適合高齢者専用賃貸住宅 （０）

混合型 （８６）

介護専用型 （４）

一般型 （８２）

外部サービス利用型 （８）

広域型 （１）

地域密着型 （３）

施設の種類 施設の区分 人員配置の区分

・介護保険法第8条第11項
・ 〃 第8条第19項
・介護保険法施行規則第15条
・平成11年厚生省令第37号第174条第3項
・平成18年厚生労働省告示第264号

など

H22.2.1現在



Ⅱ 介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について
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現行の指導監査（改正後）

介護サービス事業者の指導監査にかかる改正点等

・指定の効力に有効期間（６年）を設
ける

・市町村にも監査権限を付与
・立入検査規程を導入
・基準違反に対して「改善勧告」「改
善命令」を創設
・不正請求等に対して「指定の効力
の一部又は全部停止」を追加

従前の指導監査（平成１２～１７年度）

○集団指導

○書面指導

○実地指導

○監査

○集団指導

○実地指導

○監査

【事後規制の強化】

【監査指針 平成１２年度以降 】
【監査指針 平成１８年度以降 】

○指定の更新制の創設

○指定の拒否要件の創設

【指定の更新制度】

平成17年制度改正

【介護保険施設等実地指導マニュアル 平成19年2月7日通知 】

・利用者の処遇及びサービスの質向上のため、身体拘束廃止や
虐待の防止等への取組に関する指導強化
（監査の前置としての実地指導の取り止め）
（随時実施するよう改正）
（主眼事項及び着眼点に基づくチェック型の実地指導を廃止しそれに伴う事前資料の

作成・提出を不要とした）

・介護報酬の各種加算等について請求の不適正な取り扱いの是
正

【指導指針 平成１２年度以降 】 【指導指針 平成１８年度以降 】

介護サービス事業者を集め、講習方式で制
度や報酬請求解釈等について周知

集団指導の対象でなかった事業所等を対象
に、「主眼事項及び着眼点」に基づき、基準の
遵守状況等について確認を書面又は、面談方
式で行う

不正請求や実地指導に従わない事業所に対
し、監査指針に基づき監査を実施

監査後の行政処分として、「指定取消」を実施

・集団指導を強化し、指定制度、事後規制の理解の促進
 （書面指導については全面的に廃止）

・指定基準遵守の周知徹底
・介護報酬請求に係る過誤・不正防止

・法令等に基づき基準の遵守状況確認の徹底
・市町村への監査権限の付与による、監査体制の強化
・利用者等からの苦情や通報等に基づき、立入検査等による
機動的な監査を実施
・不正請求や違反事項に応じた、「改善勧告」「改善命令」「指
定の効力の一部又は全部停止」「指定取消」の行政処分の実
施を強化

施設サービス事業所は２年、居宅サービス事
業所は３年に一度、「主眼事項及び着眼点」に
基づき、基準の遵守状況及び運営状況、並び
に報酬請求等の確認を事業所において実地
に行う

Outline

介護保険指定事業者に対する介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について①指導及び監査について①
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都道府県・市町村が実施する指導・監査について 

 

※「介護保険施設等の指導監督について」（平成 18 年 10 月 23 日老発第 1023001 号厚生労働省老健局長通知） 

  

集
団
指
導 

制度管理の適正化のための指導については、都道府県及び市町村で下記の重点事項を踏まえて指導を実施。 

 
 

 

 

  

実地指導については、施設サービス、居宅サービス等を行う事業者及び施設に対し、原則、都道府県及び 
市町村が実施。必要に応じ厚生労働省（本省及び地方厚生局）との合同により実施。 

  

運
営
指
導 

○高齢者虐待防止、身体拘束禁止等の観点から、虐待や身体拘束のそれぞれの行為についての理解の促進、防止のため 
の取り組みの促進について指導を行うとともに、高齢者虐待防止等に当たっては、個々の利用者毎の個別ケアプラン 
に基づいたサービス提供を含む一連のプロセスの重要性について、理解を求めるためのヒアリングを行い、生活支援 
のためのアセスメントとケアプランの作成等が適切に行われ、個別ケアの推進によって、尊厳のある生活支援の実現 
に向けたサービスの質の確保・向上が図られるよう運営上の指導を実施する。 

 
 
 

 

  

報
酬
請
求 

指
導 

○各種加算等について、報酬基準等に基づき必要な体制が確保されているか、個別ケアプランに基づきサービス提供が 
されているか、他職種との協働は行われているかなど届け出た加算等に基づいた運営が適切に実施されているかをヒ 
アリングし、請求の不適正な取扱いについて是正を指導する。 

 

 

指 

導 

 

実
地
指
導 

 ※ 運営基準違反又は不適切な請求等が確認された場合 → 一般行政指導（必要に応じ過誤調整） 
→ 監査への変更（利用者の生命等に危険がある場合など） 

 

 

 行 政 処 分 

 

監 

査 

 

     

 

 

期限内に勧告に従
わなかったとき 

改善 
報告書 

◆指定の取消◆ 

※条文は指定の取消と同じ 
＜利点＞ 

①不適正な部分のみサービスの
停止ができるといった柔軟性 

②不正請求の事実の証拠固めを
するための報告徴収や検査を
十分に行うことができる。 

従
わ
な
い
と
き 

命
令
に 

◆
改
善
命
令
◆ 

◆
改
善
勧
告
◆ 

◆ 

報
告
等(

実
地
検
査)

 

◆ 

※
第
76
条
等 

※
第
76
条
の
2
第
1
項
等 

◆ 

公
示 

◆ 

改善勧告に 
至らない場合 

◆公表◆ 
※第 76 条の 2 第 2 項等 

↓

聴
聞
・
弁
明
の
機
会
を
付
与 

不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
続 

○通報・苦情・相談等に
基づく情報 

 
○国保連、地域包括支援
センター等へ寄せられ
る苦情 

 
○国保連・保険者からの
通報情報 

 
○介護給付費適正化シス
テムの分析から特異傾
向を示す事業者 

 
○介護サービス情報の公
表制度に係る報告の拒
否等に関する情報 

◆指定の効力の全部 
又は一部停止◆ 

※第 77 条、第 78 条の 9、第 84 条、 
第 92 条、第 104 条、第 114 条、 
第 115 条の 8、第 115 条の 17、 
第 115 条の 26 

の
適
正
化 

介
護
保
険
給
付 

必ずしも公表 
する必要はない 

正当な理由な
く期限内に勧
告に係る措置
をとらなかっ
たとき 

※
第
76
条
の
2
第
3
項
、
第
4
項
等 

基準違反
の発覚 

↓

聴
聞
・
弁
明
の
機
会
を
付
与 

不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
続 

情 報 

※上記の情報に基づき 
機動的な監査の実施 

①指定事務の制度説明 
 →「指定及び指定の更新に係る欠格事由、指定の更新制の説明」 
②改正介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進 
 →「監査指導の権限行使の考え方、事業規制、情報の公表制度の仕組み等の説明」 
③介護報酬請求に係る過誤・不正防止 
 →「都道府県国保連と連携した介護報酬請求事務の講習」 

適
正
化 

制
度
管
理
の 

指導にあたっての基本的方針 効果 

ケ
ア
の
実
現 

よ
り
よ
い 

Outline

介護保険指定事業者に対する介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について②指導及び監査について②
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介護保険の
指導監督体制

本 省 地方厚生局

(１９７条第１項・第２項)

事業に関する報告の
徴収等

厚生労働省

（１９７条第２項）
法第５章事務に
関する助言・勧告

指定都市
中核市

○地域密着型サービスの指定
及び指導監督事務
○保険事務

都道府県

○介護サービス・介護予防
サービスの指定及び指導監
督事務

市区町村等
（指定都市及び中核市を除く）

○地域密着型サービスの指定及び指
導監督事務
○保険事務

指導
（地方自治体との
合同指導）

指導
（集団指導
実地指導）

監査
（法第５章関
係）

市町村指定事業者都道府県指定事業者

(１９７条第２項)
法第５章事務に
関する助言・勧告

・・・国による自治体が行う法第5章事務に関する助言、勧告等

・・・指導（国、都道府県においては法第24条、市町村においては法第23条

規定等による介護サービス事業者等からの報告徴収等を含む）

・・・監査（指定権者としての根拠に基づき実施）

・・・監査（保険者としての根拠に基づき実施）

指導
（地方自治体との
合同指導）

指導
（集団指導
実地指導）
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Outline

介護保険指定事業者に対する介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について③指導及び監査について③



介護保険指定事業者に対する介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について④指導及び監査について④
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Outline

■ 指導について（１） ～集団指導～

○ 原則として、毎年度１回、一定の場所に対象事業者を招集し、

講習会方式により指導を行う。

・指定、更新事務の制度説明

・介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進

・介護報酬請求に係る過誤・不正防止の観点から適正な請求事務指導



介護保険指定事業者に対する介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について⑤指導及び監査について⑤
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Outline

■ 指導について（２） ～実地指導vol.1～
○ 自己点検シート（岡山県版）により、事業者が自己点検

した結果に基づき、ヒアリングを実施

○ 政策上の重要課題である、「高齢者虐待防止」、「身体拘

束廃止」等に基づく運営上の指導

○ 不適切な報酬請求の防止

①事前に提出を求める書類（原則）

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（直近の１ヶ月）

・緊急やむを得ず身体的拘束等を行っている入所（利用）者

②実地指導日に提出を求める書類

・自己点検シート（人員・設備・運営編）（介護報酬編）

著しい運営基準違反が認められる著しい運営基準違反が認められる
場合等には機動的に監査へ変更。場合等には機動的に監査へ変更。



介護保険指定事業者に対する介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について⑥指導及び監査について⑥

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 指導について（２） ～実地指導vol.2～
・高齢者虐待防止、身体拘束禁止等の観点から、虐待や身体拘束のそれぞれの行為
についての理解、防止のための取り組みの促進について指導

・個々の利用者毎の個別ケアプランに基づいたサービス提供を含む一連のプロセスの
重要性について理解を求めるためのヒアリング

・生活支援のためのアセスメントとケアプランの作成等が適切に行われ、個別ケア推進

①
十
分
な
個
別
ア
セ
ス
メ
ン
ト

①
十
分
な
個
別
ア
セ
ス
メ
ン
ト

②
課
題
分
析

②
課
題
分
析

③
個
々
の
利
用
者
の
特
性
に
応
じ
た

③
個
々
の
利
用
者
の
特
性
に
応
じ
た

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成

サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成

④
多
職
種
に
よ
る
意
見
調
整
の
場
と
し

④
多
職
種
に
よ
る
意
見
調
整
の
場
と
し

て
の
て
の
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
開
催

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
開
催

⑤
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

⑤
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

⑥
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
変
更
等

⑥
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
変
更
等



介護保険指定事業者に対する介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について⑦指導及び監査について⑦
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Outline

■ 指導について（２） ～実地指導vol.3～
各種加算等について、
・報酬基準に基づいた実施体制の確保
・個別ケアプランに基づいたサービス提供
・多職種との協働によるサービス提供の実施 等

の基本的な考え方や基準に定められた算定条件に基づいた運営及び請求が適切に実施されてい
るかをヒアリングにおいて確認することにより、不適正な請求の防止とよりよいケアへの質の向上を
目的とする指導を実施し、不適切な部分については過誤調整を指示。 （例）（例）

実施時間、訓練内容、
担当者等の記録

あり□個別機能訓練に関する記録の保管、閲覧への対応

あり□訓練の効果、実施方法等に対する評価

３月毎に実施□利用者に対する計画の内容説明、記録

個別機能訓練計画書作成□多職種協働による個別機能訓練計画の作成

配置□
利用者数が100人超の場合、利用者の数を100で除した数以
上配置

配置□専ら職務に従事する常勤の理学療法士等を１人以上配置

あり□個別機能訓練開始時の利用者への説明の有無
個別機能訓
練加算

点検結果点検事項点検項目届出状況

特定施設入居者生活介護事業費



介護保険指定事業者に対する介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について⑧指導及び監査について⑧

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 指導について（３） ～過誤調整の返還指導～
実地指導等において、過誤調整が必要と思われる場合は、

原則として次のとおり取り扱う。

※監査における不正請求は、保険者より返還命令

①介護サービス提供の記録が全くない場合は、サービス提供

の挙証責任が果たせていないため、返還を指導する。

②基準省令及び告示に明記されている基準・加算要件等を満

たしていない場合は、返還を指導する。

③厚生労働省が発出した各種通知類（解釈通知、留意事項

通知、Ｑ＆Ａ）の内容が遵守されていない場合は、是正を指

導する。



介護保険指定事業者に対する介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について⑨指導及び監査について⑨

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 監査について（１）

「監査」は、入手した各種情報により人員、設備及び運営基準
等の指定基準違反や不正請求が認められる場合、又はその疑
いがあると認められる場合に行うもの。

○通報・苦情・相談等に基づく情報
○国保連、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
○国保連・保険者からの通報情報
○介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者
○介護サービス情報の公表制度に係る報告の拒否等に関する情報

これらの情報等から指定基準違反や不正請求が（疑いが）

認められる場合には、関係市町村や関係機関とも十分な連携
を図りながら、不適正な運営や介護報酬の不適正な支払いを
早期に停止させるための機動的な対応を行う。

原則として、無通告（当日原則として、無通告（当日
に通知）で実施する。に通知）で実施する。



介護保険指定事業者に対する介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について⑩指導及び監査について⑩

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 監査について（２） ～営利法人対象の書面検査～

○ (株)コムスンの不正事案を受け、「経済財政改革に関す

る基本方針２００７」（Ｈ１９．６．１９閣議決定）において、国が

決定したもの

○ そこでは、「平成２０年度から平成２４年度までの５年間で

営利法人全ての介護サービス事業所に対し監査を実施」と

の方針が打ち出された

○ 任意抽出により、各県民局から監査（書面検査）の実施通

知を行うので、事業所は自己点検シート（営利法人監査用）

の提出
虚偽報告等の場合は、行政処分虚偽報告等の場合は、行政処分
等の対象になるので十分に留意等の対象になるので十分に留意
すること。すること。

必要と認められる場合、必要と認められる場合、

実地の監査に切り替え実地の監査に切り替え



介護保険指定事業者に対する介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について⑪指導及び監査について⑪

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 監査について（３） ～行政処分等vol.1～
○○報告等報告等

介護サービス事業者等に対し、報告もしくは帳簿書類の提出等を命じ、又は事

業所への立入検査を行うことができる。

※平成１７年法改正で都道府県に指定権限がある介護サービス事業者についても、市町村

にも「報告等」の監督権限が付与された。

○○改善勧告改善勧告（行政指導）（行政指導）

介護サービス事業者等に対し、期限を定めて基準を遵守すべきことを勧告する

ことができる。

○○改善命令改善命令（行政処分）（行政処分）

改善勧告によっても正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかったときは、期

限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命じることができる。

また、改善命令をした場合は、公示しなければならない。



介護保険指定事業者に対する介護保険指定事業者に対する
指導及び監査について⑫指導及び監査について⑫

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 監査について（３） ～行政処分等vol.2～
○○指定の効力の全部又は一部停止指定の効力の全部又は一部停止（行政処分）（行政処分）

※現にサービス提供を受けている利用者について、指定の効力の停止により不利
益を被ることとならないよう十分配慮が必要。

○○指定の取消指定の取消（行政処分）（行政処分）

改善勧告・改善命令や指定の効力の停止の措置を取っても是正されない場合
で、介護保険給付上、引き続き指定を行うことが制度上看過出来ない場合に行う。

（不正な手段により指定を受けたときや不正請求等の場合については、改善勧告、
改善命令を経ずに、指定の効力の停止や指定取消し処分を行うことも可。）

不適切なケアプランを作成しているケアマネジャーのみに対する指定
の効力の停止

居宅介護支援系

代替サービスを確保した上での一定期間に限った指定の効力の停止
（全部停止）

通所・訪問サービス系

新規利用者・入所者へのサービス提供に対する指定の効力の停止全サービス共通

停止の内容の例サービス種類



Ⅲ 業務管理体制の整備と
法令遵守責任者の役割

A Group Guidance Of Okayama



業務管理体制の整備と業務管理体制の整備と
法令遵守責任者の役割法令遵守責任者の役割

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 業務管理体制の整備（１）

－背 景－
平成１９年６月に発覚した(株)コムスンの不正事案は、同社の介護事業撤退と事業移

行により収束したが、介護保険法では事業者規制を想定していなかったなどの様々な
問題が指摘された。

－「介護事業運営の適正化に関する有識者会議」 （座長：遠藤 学習院大学経済学部教授）－
①広域的な介護サービス事業者に対する規制のあり方（連座制のあり方）
②事業者のコンプライアンス徹底のため必要な措置
③事業廃止時の利用者に対するサービス確保 などが検討された。

－「有識者会議報告書」（平成19年12月3日）－
不正事案再発防止・介護事業運営の適正化のため、業務管理体制に関する監督権

の創設をはじめとする制度改正・事業者の自主的な取組の重要性を提言した。



介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の概要

介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等の業務管理体制整備
の義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設、不正事業者による処分逃れ対策など、所要の改正を行う。

○不正行為への組織的
な関与が疑われる場
合は、国、都道府県、
市町村の事業者の本
部への立入検査権を
創設

○業務管理体制に問題
がある場合は、国、
都道府県、市町村に
よる事業者に対する
是正勧告・命令権を
創設

○事業所の廃止届を事
後届出制から事前届
出制へ。また、立入
検査中に廃止届を出
した場合を指定・更
新の欠格事由に追加
等

○指定取消を受けた事
業者が密接な関係に
ある者に事業移行す
る場合について、指
定・更新の欠格事由
に追加

○いわゆる連座制の仕
組みは維持し、不正
行為への組織的な関
与の有無を確認し、
自治体が指定・更新
の可否を判断

○広域的な事業者の場
合は、国、都道府県、
市町村が十分な情報
共有と緊密な連携の
下に対応

○新たに事業者単位の
規制として法令遵守
の義務の履行が確保
されるよう、業務管
理体制の整備を義務
付け等

○事業者の規模に応じ
た義務とする

○事業廃止時のサービ
ス確保に係る事業者
の義務を明確化

○事業者がサービス確
保の義務を果たして
いない場合を、勧告
・命令の事由に追加

○行政が必要に応じて
事業者の実施する措
置に対する支援を行
う

処分逃れ
対策

本部への
立入検査等

指定・更新
の欠格事由
の見直し

業務管理
の体制整備

サービス
確保対策
の充実

（業務中の管理体制） → （監査指導時） → (監査中の事業廃止等) → (指定・更新時) → (廃止時のサービス確保)

施行期日：平成２１年５月１日（政令事項）

事業廃止時のサー
ビス確保対策が不
十分

不正事業者による
処分逃れ

○監査中の廃止届により
処分ができない

○同一法人グループへの
譲渡に制限がない

｢一律｣連座制の問題

○組織的な不正行為の有無
に関わらず一律連座

○一自治体の指定取消が、
他の自治体の指定権限を
過度に制限

事業者の法令遵守が
不十分

事業者の本部への
検査権限がない

○不正行為への組織的な
関与が確認できない

H21.2.10ブロック会議資料参考



業務管理体制の整備と業務管理体制の整備と
法令遵守責任者の役割法令遵守責任者の役割

A Group Guidance Of Okayama

Outline

（根拠条文）
介護保険法第115条の32第1項

「指定居宅サービス事業者、・・・は、第７４条第５項、・・・に規定する義務の履行
が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備し
なければならない。」

介護保険法第74条第2項
「指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又

はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行し
なければならない。」

介護保険法施行規則第140条の40第1項
「介護サービス事業者（法第１１５条の３２第１項に規定する介護サービス事業者

をいう。以下同じ。）は、同項の規定による業務管理体制の整備について、地遅
滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第２項各号に掲げる区分に
応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長（以下この条において「厚生
労働大臣等」という。）に届け出なければならない。」

■ 業務管理体制の整備（２）



業務管理体制の整備

方針の策定

規程・体制
の整備

評価・改善

【法令等遵守※１態勢※２の概念図】
【大規模事業者】

○法令遵守責任者の選任

○法令遵守規程の整備

○法令遵守に係る監査の実施

【中規模事業者】

○法令遵守責任者の選任

○法令遵守規程の整備

【小規模事業者】

○法令遵守責任者の選任

〈事業者自らの取り組み〉 〈法令による義務付け〉

法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を義務付けることに
より、指定取消事案などの不正行為を未然に防止することにより、利用者の保護と介
護事業運営の適正化を図る。

（注） 業務管理体制は、事業者自ら組織形態に見合った合理的な体制を整備するものであり、事業者の規模や
法人形態等により異なることに留意する。

※１ 法令等遵守とは、単に法令や通達のみを遵守するのではなく、事業を実施する上で必要な法令の目的（社会的要請）や社会通念に沿った適応を考慮したもの。

※ ２ 「態勢」とは、組織の様式（体制）だけでなく、法令等遵守に対する姿勢や体制づくりへの取組みを指している。

H21.2.10ブロック会議資料参考



業務管理体制の監督イメージ

（会社法により求められる内部統制システム）

株主総会

取締役会

代表取締役等

各事業部門・
事業所等

（監督）

（A）基本方針の決議

（監督）

（Ｂ）内部統制システム体制
（業務管理体制）の整備

・リスク管理体制

・情報の保存、管理体制

・監査の実効性確保体制

等

（指示）

（報告）

（報告）

監査役

（Ｄ）（Aにつき）
事業報告

(E）監査報告

会
計
監
査
人

（連絡）

（Ｃ）（A、Ｂに
つき）監査

Ｃ （A、Ｂにつき）監査

E （Ｃにつき）株主総会に監査報告
監査役

Ｂ （Aを受け）内部統制システムの体制の整備

Ｄ Aの概要を事業報告に記載し、取締役会を経て株主総会に報告
代表取締役

A 内部統制システムの基本方針の決議取締役

【法令等遵守態勢の確認の視点】

１ 方針の策定

①法令等遵守の状況を的確に認識し、法令等遵守態勢の
整備・確立に向けた方針及び具体的な方針を検討している
か。

②法令等遵守に係る基本方針を定め組織全体に周知させ
ているか。

③方針策定のプロセスの有効性を検証し、適時に見直して
いるか。

２ 内部規程・組織体制の整備

①法令等遵守方針に則り、内部規程等を策定させ組織内
に周知させているか。

②法令等遵守に関する事項を一元的に管理する態勢（体
制）を整備しているか。

③各事業部門等に対し、遵守すべき法令等、内部規程等
を周知させ、遵守させる態勢を整備しているか。

３ 評価・改善活動

①法令等遵守の状況を的確に分析し、法令等遵守態勢の
実効性の評価を行った上で、問題点等について検証してい
るか。

②検証の結果に基づき、改善する態勢を整備しているか。

国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
へ
届
出

届
出
・
運
用
状
況
確
認

・法令等遵守体制

※図は、監査役設置会社をベースとした例示

H21.2.10ブロック会議資料参考



業務管理体制の整備に関する届出

届

出

事業者規模に応じた業務管理体制
の整備に関する事項

○法令遵守責任者

○法令遵守規程の概要

○内部監査規程の概要

国（本省又は
地方厚生局）

【届出先】

指定事業所又は施設
が２以上の都道府県
に所在する事業者

市町村

地域密着型サービス
（予防含む）のみを行
う事業者で、指定事業
所が同一市町村内に
所在する事業者

都道府県上記以外の事業者

○内部監査規程

○○法令遵守規程

○○○責任者

大規模中規模小規模区 分

【事業者】 【届出先区分】

H21.2.10ブロック会議資料参考



業務管理体制の整備と業務管理体制の整備と
法令遵守責任者の役割法令遵守責任者の役割

A Group Guidance Of Okayama

Outline

（岡山県に届け出る事業者が注意すること）

■ 業務管理体制の整備（３） ～届出のポイントvol.1～

（１） 届出は、主たる事務所（本社）の所在地を所管する県民局に行うこと。

（２） 主たる事務所（本社）が岡山県外に所在し、介護サービス事業所が岡山県内の

みに存在する場合は、

→ １つの県民局の所管区域のみに事業所等が所在する場合は、所在地を所管
する県民局に届出を行う。

→ 事業所等所在地が複数の県民局にまたがる場合は、
ア．県民局の所管地域ごとの事業所等数を比較し、最も事業所等数の多い県

民局
イ．県民局の所管地域ごとの事業所等数が同一の場合、開設時期が最も古い

事業所等の所在地を所管する県民局

に届出を行う。



業務管理体制の整備と業務管理体制の整備と
法令遵守責任者の役割法令遵守責任者の役割

A Group Guidance Of Okayama

Outline

（整備の基準）

■ 業務管理体制の整備（３） ～届出のポイントvol.2～

必 要必 要必 要１００～

－必 要必 要２０～９９

－－必 要１～１９

業務執行の状況

の監査

業務が法令に適合
することを確保する
ための規程の整備

法令遵守責任者

の選任

業務管理体制の整備の内容

指定・許可の

事業所等の数

混合型特定施設で、「特定施設入居者生活介護事業
所」、「介護予防特定施設入居者生活介護事業所」の
指定を受けている場合の数の数え方は、「２」となる。



業務管理体制の整備と業務管理体制の整備と
法令遵守責任者の役割法令遵守責任者の役割

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 業務管理体制の整備（３） ～届出のポイントvol.3～
法令遵守責任者の選任

○ 何らかの資格等を求めるものではないが、少なくとも介護保険法及び介護保険
法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定してい
ること。

○ 法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令遵守を確保
することができる者を選任すること。

○ 代表者自身が法令遵守責任者となることを妨げるものではないこと。



業務管理体制の整備と業務管理体制の整備と
法令遵守責任者の役割法令遵守責任者の役割

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 業務管理体制の整備（３） ～届出のポイントvol.4～
業務が法令に適合することを確保するための規程の整備

○ 法令遵守規程については、事業者の従業員に少なくとも介護保険法及び介護保
険法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があること。

○ 必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はないこと。

○ 例えば、日常の業務運営に当たり、介護保険法及び介護保険法に基づく命令の
遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど事
業者の実態に即したものでよいこと。

○ 必ずしも改めて規程を作成する必要はないこと。



業務管理体制の整備と業務管理体制の整備と
法令遵守責任者の役割法令遵守責任者の役割

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 業務管理体制の整備（３） ～届出のポイントvol.5～
業務執行の状況の監査

○ 事業者が医療法人、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、株式会社等であって、既に各法
の規定に基づき、その監事又は監査役（委員会設置会社にあっては、監査委員
会）が介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛
り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく業
務執行の状況の監査とすることができること。

○ 事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちら
の方法によることもできること。

○ 定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年１回行わなければなら
ないものではないが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合
わせることにより、効率的かつ効果的に行うこと。



業務管理体制の整備と業務管理体制の整備と
法令遵守責任者の役割法令遵守責任者の役割

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 業務管理体制の整備（３） ～変更の届出～

届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
→既に提出した先へ変更届を提出する。

①事業者の
・名称又は氏名
・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

全ての事業者

②「法令遵守責任者」の氏名及び生年月日

事業所数２０以上③「法令遵守規程」の概要

事業所数１００以上③「業務執行の状況の監査」の方法の概要

区分の変更があったときは、変更後の届出書を、双方（変更前・変更後）の届出先へ
届け出なければならない。



業務管理体制の整備と業務管理体制の整備と
法令遵守責任者の役割法令遵守責任者の役割

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 法令遵守責任者の役割（例）

法令遵守責任者

事業者（法人）の代表として、各事業所のコンプライアンス徹底を図り、それらに関す
る責任者となる。

（例）
介護保険に関する
基準に熟知し、遵守
状況を確認する。

（例）
介護保険以外の各種
法令に関して、遵守
状況を確認する。

（例）
自己点検シート
（岡山県版）を

定期的に確認する。

（例）
業務改善の方法等

を検討する。

（例）
コストも踏まえ、業務

改善を実行する。

（例）
様々なルールについて、

定期的・継続的に
確認する。



介護サービス事業者に係る監督事務の流れ

業
務
管
理
体
制
の
整
備
の
義
務
付
け

○
法
令
遵
守
責
任
者
の
選
任

○
法
令
遵
守
規
程
の
整
備

○
法
令
遵
守
に
係
る
監
査
の
実
施

【大規模事業者】

【中規模事業者】

○
法
令
遵
守
責
任
者
の
選
任

○
法
令
遵
守
規
程
の
整
備

【小規模事業者】

○
法
令
遵
守
責
任
者
の
選
任

○ 業務管理体制の整備状況や、事業者の不正行為への組織的関与の有無等を確認するため、事業者に

対する報告徴収や、事業者の本社、事業所等に立入検査を行う。

厚生労働
大臣、都
道府県知
事又は市
町村長に
届出

業務管理
体制の
運用

厚生労働
大臣等に
よる事業
者の本部
等への立
入検査等

是正勧告・
是正命令

(命令違反の
場合)指定権
者による指定
取消、指定・
更新の拒否

【検査の視点】
・業務管理体制の整備及び取組状況
・組織的な不正行為の有無 等

※ 業務管理体制の整備に係る検査を行う場合、情報の相互提供など事業所の指定権者と密接に連携の下に行うこととされている。

（業務管理体制整備義務に違反した場合の流れ）
○

利
用
者
保
護
と
介
護
事
業
運
営
の
適
正
化

○

不
正
行
為
の
未
然
防
止

H21.2.10ブロック会議資料参考



正当な理由がなくて
その勧告に係る措置
をとらなかったとき

期限内に勧告に
従わなかったと
きは、その旨「公
表」することがで
きる

不備が認め
られたとき

【一般検査】（体制整備・運用状況確認のために定期的に実施）

報
告
等
を
求
め
届
出
内
容
の
確
認

出
頭
を
求
め
運
用
状
況
を
聴
取

事
業
者
本
部
等
へ
の
立
入
検
査

改

善

勧

告

改

善

命

令

公

示

都
道
府
県
等
に
立
入
検
査
等
の
結
果
通
知

指
定
取
消
又
は
指
定
事
業
所
の
指
定
・更
新
の
拒
否

改善報告書提出

改善報告書提出

命令違反
したとき

改
善
点
あ
り

本
部
関
与
の
違
法
行
為
発
覚

改善が見込
まれないとき

指
定
事
業
所
へ
の
立
入
検
査

改

善

勧

告

指定取消
事案発覚

改善報告書提出

他の指定事業所は指定・更新

指定事業所の指定取消

検査等の実施手続等

指
定
事
業
所
へ
の
立
入
検
査

指
定
事
業
所
の
指
定
取
消

指定取消
事案発覚

指定取消の法的根拠は、
居宅サービス事業所の場
合、法第７４条第５項に規
定する義務に違反（命令
違反）とする。他のサービ
スについても同様に該当
する条文を適用。

34

弁
明
の
機
会
の
付
与

指定取消事案に組織的関与
が認められた場合は他の指
定事業所の指定・更新の拒否

H21.2.10ブロック会議資料参考



【特別検査】

指
定
権
者
に
よ
る
指
定
事
業
所
の
監
査
に
お
い
て

事
業
所
の
指
定
取
消
処
分
相
当
事
案
発
覚

事
業
者
本
部
等
へ
の
立
入
検
査
等

改

善

勧

告

改善報告書提出

期限内に勧告に
従わなかったと
きは、その旨「公
表」することがで
きる 弁

明
の
機
会
の
付
与

改

善

命

令

公

示

都
道
府
県
等
に
立
入
検
査
等
の
結
果
通
知

他
の
指
定
事
業
所
の
指
定
・更
新
の
拒
否

（指定介護サービス事業所の指定取消処分
相当事案が発覚した場合に実施）

正当な理由がな
くてその勧告に
係る措置をとら
なかったとき

改善報告書提出

命令違反
したとき

当
該
事
業
所

の
指
定
取
消

35

組
織
的
関
与

が
認
め
ら
れ

た
場
合

（
連
座
制
の
適
用
判
断
）

組
織
的
関
与

が
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
場
合

他
の
事
業
所
は

指
定
・
更
新
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検査等の実施に当たっての基本的考え方

検査の目的

○ 事業者の規模等に応じた適切な業務管理体制が整備されているか。

○ 指定事業所の指定取消処分相当事案発覚の場合は組織的関与の

有無を確認（連座制の適用判断）。
① 現状を的確に把握

② 客観的に問題点を提示

③ 事業者の理解や認識を確認

問題点については、事業者自ら改善を図るよう意識付け。

必要に応じ行政上の措置

○ 指定取消事案などの不正行為の未然防止。

○ 介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保を図る。

※業務管理体制は、事業者が自ら整備・改善するもの

検査の視点

H21.2.10ブロック会議資料参考



１ 介護サービス利用者、国民視点の原則
・利用者保護と介護保険事業の健全かつ適正な運営

２ 補強性の原則
・事業者自身が問題点の改善に向けた取組を促進するよう配慮

検査等の実施に際しての基本原則

３ 効率性の原則
・既存の内部監査機能を活用する等、事業者の規模等に応じた機動
的な実施

４ 実効性の原則
・介護保険業務の健全性及び適正性の確保につなげるため、事業者
が抱える問題点を的確に把握

５ プロセスチェックの原則（※）

H21.2.10ブロック会議資料参考



（※）一連のプロセスに重点を置いた検証

方針の策定
（PLAN）

内部規程・組織

体制の整備（DO）

評価・改善活動
（CHECK・ACTION）

業務管理体制

PDCAサイクルを組み合わせた体制（態勢）整備のプロセスを確認

①方針の策定、②内部規程・組織体制の整備、③評価・改善活動の一連の過程が適切
に行われ、これが有効に機能しているか。

H21.2.10ブロック会議資料参考



事務連絡④事務連絡④

A Group Guidance Of Okayama

Outline



Ⅳ 介護現場で事故が起こった
場合の対応について

A Group Guidance Of Okayama



介護現場で事故が起こった介護現場で事故が起こった
場合の対応について場合の対応について

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 介護保険施設・事業所における事故等発生時の対応
について（平成20年3月31日長寿第1920号）（１）

（目的）
１．介護サービスの提供に伴う事故発生の未然防止
２．事故発生時の対応
３．事故後の対応・再発防止への取組

－未然防止－
・マニュアルを作成するなど、あらかじめ対応方法を定めておくこと
・定期的な施設内研修の開催による従業者間の共通認識
・施設外研修への参加による知識の習得

－事故発生時の対応－
・必要な措置を迅速に
・家族、県、市町村等に連絡・報告

・記録し、最低２年間保存

－事故後の対応・再発防止への取組－
・賠償すべき場合は、速やかに損害賠償
・原因分析するだけでなく、その対策を講じ、

全従業者へ周知

入居者の処遇向上入居者の処遇向上



介護現場で事故が起こった介護現場で事故が起こった
場合の対応について場合の対応について

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 介護保険施設・事業所における事故等発生時の対応
について（平成20年3月31日長寿第1920号）（２）

（報告すべき事故の範囲）

①サービス提供による利用者の事故等
・死亡事故
・転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等で、医療機関で治療又は入院
・上記と同等の医療措置を行ったもの
→事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者自身に起因するもの及び

第三者によるもの（例：自殺、失踪、喧嘩）を含む。

②食中毒、感染症（インフルエンザ、ノロウィルス）の集団発生
③従業者の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響あるもの
④火災、震災、風水害等の災害による重大な事故

（報告手順）

速やかに家族等に連絡し、県（所管県民局）・市町村（所在及び保険者）に報告

長期化する場合は、適宜、途中経過を！長期化する場合は、適宜、途中経過を！

緊急性の高い場合緊急性の高い場合

は、まず電話を！は、まず電話を！







介護現場で事故が起こった介護現場で事故が起こった
場合の対応について場合の対応について

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 消費者安全法（平成21年9月1日施行）

消費者庁（平成21年9月1日設置）

製品の使用やサービス提供に伴う重大事故について、
消費者庁に情報が一元化され、公表されることなった。

・・・介護サービスに伴う重大事故（感染症や食中毒）も含まれる。

事業者が直接、消費者庁
に連絡する必要はない。

これまでどおり、介護事故であれば
県、市町村等に報告、感染症関係
であれば保健所へも報告すること。

－背 景－
近年、食品表示偽装事件、中国製冷凍ギョーザの薬物中毒事件、事故米の転売、EV

事故など国民生活に身近なところで様々な問題が生じたが、苦情や情報を一元化する
機関がなく、縦割り行政や消費者保護の観点から社会問題となっていた。



Ⅴ 非常災害対策

A Group Guidance Of Okayama











Ⅵ 事務連絡①～⑧

A Group Guidance Of Okayama



定期的に確認しましょう！

事務連絡①事務連絡①

■ 自己点検シート 〈岡山県版〉（平成２１年度から導入）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

（使用方法／注意事項）
・実地指導時のみに使用するものではなく、平素から使用するもの
・実地指導（又は立入検査）の時は、原則として県民局へ事前提出

（導入のメリット）
・県の指導ポイント、根拠などの明確化
・県民局によるスムーズな実地指導（又は立入検査）の実施
・事業者側で疑問に思うことを整理しやすい

※特定施設（介護保険法）

→・自己点検シート（人員・設備・運営編）
・自己点検シート（介護報酬編）

※有料老人ホーム（老人福祉法）

→・自己点検シート







月１回は確認しましょう！

事務連絡②事務連絡②

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ ＨＰの活用

（長寿社会対策課ＨＰで最低限見ておくべき箇所）
・「介護保険に関する厚生労働省からの通知」

「介護保険事業所の皆様へ 新型インフルエンザへの対応について」
「消費生活用製品（介護ベッド等）の重大製品事故に係る公表について」
「OKAYAMA KAIGO NEWS」

→ 新型インフルエンザ対策、介護関係の製品事故情報などのトピックス
・集団指導資料
・各種申請・届出・自己点検様式

（他参考ＨＰの紹介）
・岡山県健康対策課、岡山県生活衛生課
・特定施設事業者連絡協議会
・(社)全国有料老人ホーム協会
・厚生労働省、消費者庁など国の機関 など







事務連絡③事務連絡③

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 指定の更新制度

（根拠条文）
介護保険法第70条の２第１項

「・・・６年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を
失う。」

「更新を行わない場合」、「更新手続きが間に合わない場合」は、

有効期間の経過により指定の効力を失う。

（例えば）
・平成１７年４月１日に特定施設の指定を受けた事業所は、

◆事業の期限は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成２３年３月３１日
◆県民局への更新書類提出期限は・・・・・・・・・・・・ 平成２３年２月２８日
◆県から「更新のお知らせ」が郵送されるのは・・・・ 平成２３年１月～２月初旬

介護予防は別であること
に注意しましょう！



事務連絡④事務連絡④

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 計画作成担当者（ケアマネージャー）の資格管理（１）

（根拠条文）
介護保険法第69条の7第3項

「介護支援専門員証（第５項の規定・・・除く。）有効期間は、５年とする。」

介護保険法第69条の8第2項
「・・・都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修（以下「更新研

修」という。）を受けなければならない。ただし、・・・この限りでない。」

基準省令第175条第7項
「第１項第４号又は第２項第４号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する
介護支援専門員であって、・・・できるものとする。」

「更新を行わない場合」、「更新手続きが間に合わない場合」は、

有効期間の経過により資格の効力を失う。

◆研修時期は例年７月・１月頃

◆更新時期は３月末
岡山県以外で登録されている
場合は、登録先の都道府県
に確認してください。



事務連絡④事務連絡④

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 計画作成担当者（ケアマネージャー）の資格管理（２）

ケアマネージャーの資格管理に関する問い合わせは、
長寿社会対策課 介護保険推進班へ

（０８６－２２６－７３２４）

有効期間満了日の１年
前の日付が属する年度

介護支援専門員証に記載平成18年4月1日以降

平成22年度平成23年3月23日平成18年3月23日

平成22年度平成23年3月11日平成17年3月11日

平成21年度平成22年3月12日平成16年3月12日

平成21年度平成22年3月10日平成15年3月10日

更新研修受講年度有効期間満了日登録年月日



事務連絡④事務連絡④

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 計画作成担当者（ケアマネージャー）の資格管理（３）

登録番号 ３３○○○○○○
氏 名 岡山 太郎
生年月日 昭和○○年○○月○○日
住 所 岡山県岡山市北区中山下２－４－５
交付年月日 平成２２年 ３月３０日
有効期間満了日 平成２７年 ３月２９日

上記の者は介護支援専門員であることを証明する。

岡山県知事 石 井 正 弘

介 護 支 援 専 門 員 証

日付の属する年度
＝平成２６年度



事務連絡④事務連絡④

A Group Guidance Of Okayama

Outline



事務連絡⑤事務連絡⑤

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 認知症介護実践者等養成事業（岡山県）（１）

◇認知症介護実践研修（平成21年度から指定法人で行う。）

→認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得するための研修

・実践者研修

対 象 者 ： 介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、身体介護に関する基

本的知識、技術を習得し、概ね実務経験２年程度の者

講義演習： ２８時間（４日間） （事前レポート、振り返りレポート含む）

・実践リーダー研修

対 象 者 ： 介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、介護業務に概ね５年

以上従事した経験を有し、実践者研修を修了して１年以上経過している者

講義演習： ８０時間程度、自他施設実習

◇認知症対応型サービス事業開設者研修

◇認知症対応型サービス事業管理者研修

◇小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修



事務連絡⑤事務連絡⑤

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 認知症介護実践者等養成事業（岡山県）（２）

問い合わせ先

●実践者研修

（福）岡山県社会福祉協議会

福祉人材センター

℡ ０８６－２２６－３５０７

●実践リーダー研修

・岡山県老人福祉施設協議会

（（福）岡山県社会福祉協議会内）

℡ ０８６－２２６－３５２９

・（福）新生寿会 きのこ老人保健施設

℡ ０８６５－６３－０７００



事務連絡⑥事務連絡⑥
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Outline



事務連絡⑦事務連絡⑦

■ メールアドレスの登録

A Group Guidance Of Okayama

Outline

（注意事項）
・既に平成１９年度から行っているが、県からの通知などは全てメールでお知らせし

ているところである（訪問・通所系以外のサービスのみ）
・可能な限り、事業所単位でメールアドレスを登録

・再登録などがあれば、確実に長寿社会対策課 事業者指導班へ（特に３～４月）

個人のメールアドレス、事業所単位でなく
法人単位のメールアドレスの場合でもＯＫ
であるが、退職（又は人事異動）があれば
再登録すること又は法人本体が事業所へ
その都度連絡するなどの対応が必要



事務連絡⑧事務連絡⑧

■ 疑義照会

A Group Guidance Of Okayama

Outline

（注意事項）
・昨年３月の集団指導で周知をしたところであるが、

◆質問票に照会事項を記載の上、ＦＡＸで行うこと。
◆電話での疑義照会には原則として対応しない。
◆質問票の提出先は各県民局であり、回答も各県民局

が行う。（一昨年までは、長寿社会対策課においても
疑義照会に対応してきたが、今後も質問への対応は、
各県民局が行う。）



Ⅶ 平成２１年度 実地指導の結果
（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

３ 施設１５ 施設２ 施設

美作県民局管内備中県民局管内備前県民局管内

平成21年度 実地指導件数（介護保険法第24条：特定施設）

Outline

０ 施設０ 施設０ 施設

美作県民局管内備中県民局管内備前県民局管内

平成21年度 監査件数（介護保険法第76条：特定施設）

２ 施設２０ 施設８ 施設

美作県民局管内備中県民局管内備前県民局管内

平成21年度 立入検査件数（老人福祉法第29条：有料老人ホーム）



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

◎ 特定施設・・・ 実地指導 ・ 監査 ※営利法人監査は除く。

養護老人ホーム・・・ 施設監査（一般監査・特別監査）

軽費老人ホーム・・・ 施設監査（一般監査・特別監査）

有料老人ホーム・・・ 立入検査

◎ 未届け有料老人ホーム

◎ 有料老人ホームの立入検査については、特定施設の実地指導

と同日に行う場合がある。

◎ 養護老人ホーム及び軽費老人ホームの施設監査については、社

会福祉法人の会計監査を同日に行うこともあり、特定施設の実地

指導と同日には行っていない。
県又は市町村へ
情報提供を！
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平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 無資格者の医療行為の禁止（１）
《ある施設で見られた事例》
● インシュリン注射について、朝・夕の時間帯は看護職員が配置されていない

時間であるため、代わりに介護職員が注射を行っている。

● たん吸引や酸素吸入について、介護福祉士の資格があればできると思い、当
該資格を持つ介護職員が行っている。

国では様々な議論を踏まえて、平成２１年度から一部の特別養護老人ホーム

でモデル事業を行うなど何らかの方策を検討している段階ですが、現行の法令・
制度では、ヘルパーが医療行為を行うことは禁止されており、罰則を伴います。

いずれにしても医師の指示が必要であることに注意してください。また、医師の

指示のもと行うことができるのは、看護師又は准看護師であり、介護福祉士の資
格を有しても、そのような効果はありません。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 無資格者の医療行為の禁止（２）
（根拠条文）
医師法第17条
→「医師でなければ、医業をしてはならない。」

保健師助産師看護師法第31条
→「看護師でない者は、第5条に規定する業（療養上の世話・診療の補助）をして

はならない。」

● 介護の現場で「医療行為」と疑義が生じることの多い行為

（医師、看護師等以外が行うことができる行為）

→「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産婦看護師法第31条の解釈について」

H17.7.28 老振発第0728001号を参照・・・介護報酬の解釈２ P.28～29

● 看護職員は医師の指示があれば、診療の補助行為（点滴、注射等）は可能。

※介護保険の訪問看護等居宅サービスの実施は認められないが、末期ガン・難病患者

及び急性増悪等の場合は医療保険での訪問看護は認められる。

→医療行為については個別具体的な判断が必要があり、県・国に問い合わせを

→看護職員不在時の「無資格者によるインシュリン注射」等を防止するには、勤務配置

について配慮する必要がある。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 身体拘束廃止（１）

《ある施設で見られた事例》
● 家族の同意さえ取り付ければ、身体拘束を行うことができると考えている。

本人及び家族に説明し同意を得るのは、あくまでも３要件を満たし、施設内で

十分な検討がされてはじめて行うものであり、同意が直接の要件ではありません。

《ある施設で見られた事例》
● 説明書の中で、拘束開始日時は記載されているが、解除予定日時がない。

３要件の一つである「一時性」を遵守していないことと同じです。身体拘束はあ

くまでも一時的なもので、漫然と行うものではありません。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 身体拘束廃止（２）

《ある施設で見られた事例》
● 日々の観察記録が不十分である。

● 毎月の身体拘束廃止委員会で、状態を記載しているものはあるが、日々の観
察とまでは言えない。

身体拘束を行っている入居者の情報について、必ずしも専用のファイル又は

記録を求めているわけではありませんが、基本的な考え方として、一刻も早く身
体拘束を解除するためには、一般入居者以上に観察し、「代替方法はないの
か。」、「何が原因なのか。」を常に検討することが大切だと考えます。

そのためには、日々の観察を一般入居者以上に行い、記録に残してください。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline
動けないように、

Ｙ字拘束帯
腰ベルト
ヒモで縛る

動けないように、
Ｙ字拘束帯
腰ベルト

ヒモで縛る
自分で降りられないように、

四方を柵で囲む

転落しないように又は
点滴チューブを抜かないよ

うに、ヒモで縛る

自分で降りられないように、
四方を柵で囲む

転落しないように又は
点滴チューブを抜かないよ

うに、ヒモで縛る

皮膚をかきむしらない
ように又は点滴チューブ

を抜かないように
ミトン型の手袋をつける

皮膚をかきむしらない
ように又は点滴チューブ

を抜かないように
ミトン型の手袋をつける

脱衣やおむつを外
さないように、
介護服（つなぎ
服）を着せる

脱衣やおむつを外
さないように、
介護服（つなぎ
服）を着せる

・筋力の低下など身体機能の低下、褥そう発生

・食欲の低下、感染症への抵抗力の低下

・窒息などの大事故の危険性

・不安、怒り、屈辱、あきらめ、認知症の進行

・家族への精神的苦痛、罪悪感、後悔

・スタッフが誇りを失い、士気が低下

・スタッフのケア質が低下、社会的な不信、偏見

・本人の気力、残存能力の低下

・さらなる医療的処置のため、経済的にも影響

身体的弊害身体的弊害

精神的弊害精神的弊害 社会的弊害社会的弊害



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

〈三つの要件をすべて満たすことが必要〉
◆切迫性 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が

危険にさらされる可能性が著しく高いこと

◆非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護
方法がないこと

◆一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

切迫性

非代替性 一時性

要件をすべて
満たす部分



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 特定施設サービス計画

《ある施設で見られた事例》
● 計画作成担当者が一人で原案を作成し、利用者に交付している。

基準省令第１８４条第３項に「他の特定施設従業者と協議の上」と明記されて

おり、計画作成担当者が一人で作成しただけでは不適切です。

《ある施設で見られた事例》
● サービス提供開始後、特定施設サービス計画の作成、利用者の同意を得ている。

基準省令第１８３条第２項に「指定特定施設入居者生活介護は、・・・特定施設

サービス計画に基づき」と明記されており、サービス提供開始前に必要な手続き
を行ってください。特に個別機能訓練計画も含めている場合は算定できないケー
スも考えられ、アセスメント、課題分析等の一連のプロセスに注意してください。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 人員基準（１） ～生活相談員vol.1～
《ある施設で見られた事例》
● 生活相談員について、他職種との安易な兼務が見られる。

一般型の場合、介護職員と兼務しているケースが多いのですが、その場合は

双方の職種とも常勤換算を行う必要があります。

生活相談員としての業務は施設で重要な位置を占めるものですが、その認識

が低いように思われます。このことについては、あとで詳細な説明をします。

外部サービス利用型の場合、一般型と違い、「常勤・専従」が要件であるので、

１人配置の場合は支障がない場合を除き、原則として兼務できません。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 人員基準（２） ～生活相談員vol.2～
（根拠条文：一般型）
基準省令第175条第2項第1号他

→「常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに１人以上」

基準省令第175条第2項第4号他
→「・・・生活相談員のうち１人以上は、常勤でなければならない。」

（根拠条文：外部サービス利用型）
基準省令第192条の4第2項第1号他

→「常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに１人以上」

基準省令第192の4条第2項第5号他
→「・・・生活相談員のうち１人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなけ

ればならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設に
おける他の職務に従事することができるものとする。」

（根拠条文：一般型・外部サービス利用型）
基準省令第187条

→「・・・常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努
め、利用者又はその家族に対し、その家族に対し、その相談に適切に応じる
とともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。」



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 人員基準（３） ～その他～
《ある施設で見られた事例》
● 併設で介護サービス事業所を運営している場合、混在一体的な運営がなされ

ている。

運営は全く別ものであり、それぞれの事業所が定められた人員基準（介護保険
法、老人福祉法等）を満たす必要があります。

委託を行っている場合であっても、指揮命令系統及び責任の所在を明確にし

ておく必要があります。

委託を行っている場合などを除き、特定施設の従業者自身が特定施設サービ

スを提供する必要があります。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 設備基準 ～避難経路の確保～

《ある施設で見られた事例》
● 非常口等の避難経路について、段差があるため、車イスでの円滑な避難を行

うことができない。

基準省令第１７７条第２項第３号において「円滑な避難が可能な構造」、同条

第５項において「車椅子で円滑な移動することが可能な空間と構造」と規定され
ており、解釈通知で段差の解消等についての記載もあります。

非常口等で段差がある場合は解消するようにしてください。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 個別機能訓練加算（１）

《ある施設で見られた事例》
● 看護師又は看護職員を専従の機能訓練指導員として配置した場合、看護職員

について、基準上の人員を配置できていない。

まず、看護職員の人員配置基準を満たしているかどうかの検討が必要です。

その上で、当該加算に係る専従の機能訓練指導員の配置を行ってください。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 個別機能訓練加算（２）

《ある施設からの質問》
● 利用者に対して、 ３月に１回以上、個別機能訓練計画を変更する必要がある

のか、教えてほしい。

平成１２年老企第４０号通知で算定要件とされている、「④個別機能訓練を行

う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用者に対して個別機能訓練計
画を説明し、記録する。」では、計画の変更まで求めているわけではありません。

利用者に説明し、記録したものがケース記録等で確認できればよいこととなっ

ています。

ただし、計画を変更することについて、必要に応じて実施いただいても構いま
せん。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 個別機能訓練加算（３）
《ある施設からの質問》
● 個別機能訓練加算の算定や内容について教えてほしい。

平成１２年老企第４０号通知で算定要件とされている項目について、全て満た

す必要があります。

入居期間のうち、機能訓練実施期間中において算定することができます。介護
報酬の解釈 １にも新たなＱ＆Ａが掲載されていますので、参考にしてください。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 個別機能訓練加算（４）
（参考：算定要件）

①常勤・専従の理学療法士等を１名以上配置し、計画的に行うもの

②機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者ごとにその

目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った効

果、実施方法等について評価等を行うもの（内容を特定施設サービス計画に記載する

ことで、個別機能訓練計画の作成に代えることができる。)

③開始時及び３月に１回以上利用者に対して計画の内容を説明し、記録するもの

④個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管さ

れ、常に特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧可能であること

（参考：平成18年4月改訂関係Ｑ＆Ａ（vol.3））

● 従来機能訓練指導員配置することを評価していた体制加算を、その配置と共に、個

別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたもの

● 入居期間のうち機能訓練実施期間中において算定することが可能なもの

● 各利用者の心身状況等に応じて、必要な機能の改善又は減退を予防する訓練



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 夜間看護体制加算（１）

《ある施設で見られた事例》
● 重度化した場合における対応に係る指針について、２４時間連絡体制と混同

している。

平成１２年厚生省告示第２６号で、「①常勤看護師の１名以上配置」、「②２４時

間連絡体制の確保」、「③重度化した場合における対応に係る指針を定め、内容
の説明、同意」が算定要件とされており、内容は別のものです。

２４時間連絡体制の内容については、平成１２年老企第４０号で示され、介
護報酬の解釈 １でも記載があるので既に御承知かと思いますが、「重度化対

応指針」については、特に解釈通知等が存在しないため、グループホームに
おける「医療連携体制加算」の「重度化対応指針」を参考に作成してください。
（厚生労働省にも確認済み。特定協も同様の説明。）



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 夜間看護体制加算（２）
（参考：グループホーム「医療連携体制加算」の重度化対応指針）

盛り込むべき項目として、例えば、

①急性期における医師や医療機関との連携体制

②入院期間中における特定施設における居住費や食費の取扱い

③看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに

関する指針

を参考に作成すること。

→必ずしも①～③までの記載を求めているものではないが、重度化対応指針として、相応

のものが必要である。

→指針を作成した後に、利用者又は家族に対し、説明を行った上、同意を得る必要がある。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 医療機関連携加算

《ある施設からの質問》
● 協力医療機関等との間で、予め定めておく様式があれば示してほしい。

当該加算のために新たに契約等を行わない場合は、これまでも必要であった

協力医療機関との契約書の記載内容を工夫することや、情報提供に係る様式を
使用し、何らかの形で取り決めを行い、各施設で準備しておいてください。

予め定めておく様式（取り決めを行う契約書的なもの）等については、国や他都

道府県にも確認しましたが、決められたものはありません。

なお、情報提供の様式、同意書等については、（社）全国有料老人ホーム協会

ＨＰで参考のものが掲載されており、会員以外でもダウンロードできます。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 障害者等支援加算

《ある施設からの質問》
● 「医師により同等の症状を有するものと診断された者」の「診断」とはどのような

形が必要と考えるか。

必ずしも診断書に限ったものではなく、知的能力判定、社会適応能力判定等
から「療育手帳の交付」と同等の症状を有する、また、精神疾患（病名が必要）
と能力障害の状態から「精神障害者保健福祉手帳」と同等の症状を有するこ
とを証明できる、個々人の態様に応じた何らかの書類が必要と考えます。

併せて、各手帳（期限切れ）の写しがあれば保存してください。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 運営規程

《ある施設で見られた事例》
● 混合型特定施設であるが、運営の方針の中で介護予防に関する記載がない。

混合型特定施設に対してでありますが、各施設とも運営規程で基本方針や運

営方針について記載している中で、特定施設の内容だけではなく、介護予防特
定施設についても内容を記載するようにし、要支援者に対する自立支援のサー
ビスを行うよう配慮してください。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 特定施設サービス費の算定 ～入院中の外泊vol.1～

《ある施設で見られた事例》
● 特定施設に入居中のＡさんが医療機関に入院したが、入院先から外泊許可を

得て、５日間特定施設の部屋に戻ってきたため、サービスを行い、入居中と同じ
ように５日間についても特定施設サービス費を算定している。

利用者が入院先から退院された場合は介護保険を適用することができますが、

退院せずに外泊扱いで戻ってきた場合は、医療機関で「外泊」に関する費用を算
定しているため、同時に介護保険を請求することはできません。

上記にケースでは、特定施設は特定施設サービス費を請求できません。

利用者に対しては、入居時に重要事項説明書等で、入院時の取扱いについ

て、説明を行っておくことが必要です。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

（参考：介護報酬等に係るＱ＆Ａ vol.2（平成12年4月28日））

Ⅰ 介護報酬関係

（１） 在宅サービス

４ 【医療保険適用病床入院の外泊中における訪問通所サービスについて】

医療保険適用病床からの外泊中に、介護保険の給付対象である訪問通所サー

ビスの利用は可能か。

（答） 医療保険適用病床入院からの外泊中に受けた訪問通所サービスについては介
護保険による算定はできない。

■ 特定施設サービス費の算定 ～入院中の外泊vol.2～

（参考：介護報酬に係るＱ＆Ａ（平成15年4月版））

12 施設サービス（共通事項）

（５） その他

Ｑ13 施設入所（入院）者が外泊した場合の居宅サービスの算定について

Ａ13 介護保険施設および医療機関の入所（入院）者が外泊時に利用した居宅サービ
スについては、外泊時費用の算定の有無にかかわらず、介護保険において算定で
きない。



参考資料（平成参考資料（平成1212年年33月月3030日老企第日老企第5252号）号）
★特定施設入居者生活介護事業者が受領する★特定施設入居者生活介護事業者が受領する

介護保険の給付対象外の介護費用について介護保険の給付対象外の介護費用について

A Group Guidance Of Okayama

Outline

個別的な選択による
介護サービス費用

個別的な選択による
介護サービス費用

人員配置が手厚い場合の
介護サービス費用

人員配置が手厚い場合の
介護サービス費用

① 要介護者等が30人以上の場合
看護・介護職員の人数が、常勤換算方法で、要介護者等の数（前年度の平均値）が2.5

又はその端数を増すごとに1人以上であること

① 要介護者等が30人以上の場合
看護・介護職員の人数が、常勤換算方法で、要介護者等の数（前年度の平均値）が2.5

又はその端数を増すごとに1人以上であること

保険給付対象外の介護サービス費用を受領できる場合
※あらかじめ、利用者又はその家族に対して、当該サービスの内容、費用及び人員配置
状況について十分に説明を行い、利用者の同意を得ることが必要である。

保険給付対象外の介護サービス費用を受領できる場合
※あらかじめ、利用者又はその家族に対して、当該サービスの内容、費用及び人員配置
状況について十分に説明を行い、利用者の同意を得ることが必要である。

② 要介護者等が30人未満の場合
看護・介護職員の人数が、居宅サービス基準等に基づき算出された人数に2人を加えた

人数以上であること。

② 要介護者等が30人未満の場合
看護・介護職員の人数が、居宅サービス基準等に基づき算出された人数に2人を加えた

人数以上であること。

① 個別的な外出介助
利用者の特別な希望により、個別的に行われる買い物、旅行等の外出介助（当該特定施

設の行事、機能訓練、健康管理の一環として行われるものは除く。）及び当該特定施設が
定めた医療機関以外の通院又は入退院の際の介助等に要する費用。

① 個別的な外出介助
利用者の特別な希望により、個別的に行われる買い物、旅行等の外出介助（当該特定施

設の行事、機能訓練、健康管理の一環として行われるものは除く。）及び当該特定施設が
定めた医療機関以外の通院又は入退院の際の介助等に要する費用。

② 個別的な買い物等の代行
利用者の特別な希望により、当該特定施設において通常想定している範囲の店舗以外の

店舗に係る買い物等の代行に要する費用。

② 個別的な買い物等の代行
利用者の特別な希望により、当該特定施設において通常想定している範囲の店舗以外の

店舗に係る買い物等の代行に要する費用。

③ 標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助
利用者の特別な希望により、当該特定施設が定めた標準的な入浴回数を超えた回数（当

該特定施設が定めた標準的な入浴回数が1週間に3回以上である場合には4回以上。）の入
浴の介助に要する費用。 ※基準上、1週間に2回以上の入浴が必要であることに留意。

③ 標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助
利用者の特別な希望により、当該特定施設が定めた標準的な入浴回数を超えた回数（当

該特定施設が定めた標準的な入浴回数が1週間に3回以上である場合には4回以上。）の入
浴の介助に要する費用。 ※基準上、1週間に2回以上の入浴が必要であることに留意。



Ⅷ 身体拘束廃止
（アンケート集計をもとに）
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身体拘束廃止身体拘束廃止
（アンケート集計をもとに）（アンケート集計をもとに）
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■ アンケート結果 ～まとめ・感想～

◎ 家族への対応

◎ 認知症ケア・ケアプラン

◎ 入居者の真意

◎ 行動制限・目的

◎ 自分自身（自分の両親）に重ねてみる

◎ 第三者の視点を持つ

◎ 施設間の繋がり

◎ 管理者のリーダーシップ・決意・バックアップ



身体拘束廃止身体拘束廃止
（アンケート集計をもとに）（アンケート集計をもとに）
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■ 身体拘束廃止をどう進めるか （厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」から）

１ トップが決意し、施設や病院が一丸となって取り組む。
・現場スタッフをバックアップ
・事故やトラブルが生じた際にトップが責任を引き受ける姿勢

２ みんなで議論し、共通の意識を持つ。

３ まず、身体拘束を必要としない状態の実現を目指す。
・利用者について、もう一度心身の状態を正確にアセスメントし、身体拘束を必要としない状態
を追求していくことが重要。

・問題行動がある利用者は、過去の生活履歴等にも関係するが、次のようなことが予想される。
①スタッフの行為や言葉かけが不適当か、またはその意味が分からない場合
②自分の意思にそぐわないと感じている場合
③不安や孤独を感じている場合
④身体的な不快や苦痛を感じている場合
⑤身の危険を感じている場合
⑥何らかの意思表示をしようとしている場合

４ 事故の起きない環境を整備し、柔軟な応援態勢を確保する。
・ベッドから敷き布団へ変更、手すりを付ける等

５ 常に代替的な方法を考え、身体拘束を行う場合は極めて限定的に。
・いかに解除するかを検討することから始める。



身体拘束廃止身体拘束廃止
（アンケート集計をもとに）（アンケート集計をもとに）

A Group Guidance Of Okayama

■ 身体拘束廃止の目指すもの （H18.12.22特別区職員研修資料から）

単に、身体拘束の件数をゼロにすることだけを、目指すものではない。利用者

本位のケアのあり方を再認識し、拘束の必要のない、高いレベルの介護・看護を

実現していくことが本来の目的である。

したがって、身体拘束廃止には、より良いケアを目指して改善していくプロセス

が重要である。廃止が困難な事例について、

・常に利用者の立場で、拘束の弊害やケアのあり方を考える。

・「なぜ拘束がやめられないのか」、「やめるために必要な条件は何か」といった
検証を継続し、職員が情報を共有する。

・拘束の状態やその理由などの記録を徹底する。

・家族に対して拘束の状況や今後の方針を説明する。

などが必要となる。

身体拘束を必要としないケアの実現のためには、スタッフが介護の技術や医療面

についての知識をきちんと持つことが重要。その上で、利用者一人ひとりについて、

適切なアセスメントやケアプランの見直しができる体制の整備が必要である。

１

2

3



Ⅸ 管理者・生活相談員
の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline

◎ 管理者及び生活相談員については、施設内において、その業

務・役割があいまいなまま運営されているケースが散見される。

◎ 管理者については、老人福祉法等（軽費老人ホーム、養護老人

ホーム、有料老人ホーム）における施設長と同一者である場合が

ほとんどであるため、業務内容について重複する部分が多い。

◎ また、生活相談員についても、施設内でどのような位置付けで

あるかなどが、介護保険法関係の書籍等でほとんど示されておら

ず、これまでの指導においても十分な説明ができていなかった。

◎ 以上のことから、参考資料として（社）全国有料老人ホーム協会

の報告書の内容を一部紹介するので、今後とも質の向上を図るよ

う各施設で努めていただきたい。
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の責務と質の向上の責務と質の向上
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Outline

■ 管理者（１） ～配置基準vol.1～

基準省令第176条（第192条の5・第232条・第256条）
指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に

従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障が
ない場合は、当該特定施設における他の職務に従事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

（根拠条文：特定施設《一般型》《外部サービス利用型》）

昭和41年厚生省令第19号 第12条・平成20年厚生労働省令第107号 第11条
養護老人ホーム（軽費老人ホーム）には、次の各号に掲げる職員を置かなけれ

ばならない。
一 施設長 １

（根拠条文：養護老人ホーム、軽費老人ホーム）

（根拠：有料老人ホーム）

岡山県有料老人ホーム設置運営指導指針 5(1)ア
職員の配置については、入居者の数及び提供するサービス内容に応じ、その呼

称にかかわらず、次の職員を配置すること。
施設長、事務員、生活相談員、・・・



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上
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Outline

■ 管理者（１） ～配置基準vol.2～

平成11年老企第25号 第3の8の1（短期入所生活介護の準用）
指定特定施設の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該施設の管理

業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当該施設の管理業務
に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。
①当該特定施設の特定施設従業者としての職務に従事する場合
②同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該施設の管理業務に

支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他
の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合
の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設される訪問
系サービスの事業所のサービス提供を行う従業者との兼務は一般的には管理
業務に支障があると考えられるが、訪問系サービス事業所における勤務時間が

極めて限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もありうる。）

（解釈通知：特定施設《一般型》《外部サービス利用型》）

（根拠：有料老人ホーム）

岡山県有料老人ホーム設置運営指導指針 5(1)ウ(ウ)
施設長等介護サービスの責任者の地位にある者は高齢者介護について知識、

経験を有する者であること。

特別養
護老人
ホームと
は取扱
いが異
なること
に注意
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Outline

■ 管理者（２） ～業務内容～

基準省令第52条（訪問入浴介護の準用）
１ 指定特定施設の管理者は、指定特定施設の従業者の管理及び指定特定施設
入居者生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の
管理を一元的に行うものとする。

２ 指定特定施設の管理者は、当該指定特定施設の従業者にこの節の規定を遵

守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

（根拠条文：特定施設《一般型》《外部サービス利用型》）

管理者と施設長が別人で、
それぞれ配置されている場
合、本当に一元的管理がな
されているか？

管理者が中心となって、指
揮命令を行っているか？

介護日誌などによる入居者の
状況や従業者の職務内容を把
握できているか？



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 管理者（３） ～業務の全体像～

⑧外部への対応⑧外部への対応

⑦営業関係
事項

⑦営業関係
事項

⑥情報管理⑥情報管理

⑤人事・労務
関係事項

⑤人事・労務
関係事項

④財務関係
事項

④財務関係
事項

③法務関係
事項

③法務関係
事項

②サービス関係
事項

②サービス関係
事項

①組織運営統括①組織運営統括

管理者
（施設長）

管理者
（施設長）

平成20年度有料老人ホーム事業における
サービスの質の向上にかかる研修事業報告書

（社）全国有料老人ホーム協会参考



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上
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Outline
■ 管理者（３） ～業務の詳細vol.1～

□組織運営に係る職員ニーズの把握と組織運営への反映

□職員への動機づけ（専門性の自覚、職務の責任感、達成感の向上等）

c. 職員ニーズ

□入居者の状態や組織運営に係る入居者等ニーズ把握と職員との共有b. 入居者ニーズ

□役割分担や権限、専門性、指揮命令系統の明確化、報連相体制確立

□良好な人間関係構築、目標達成

□効率化とコストダウンの実施（中・長期的な視野、外部機関の活用）

b. 体制整備

□新規事業の計画策定、新規事業推進体制の整備c. 新規事業企画

□施設の理念や方針の明確化と周知徹底

□事業環境・入居者の状態の変化を見通した、中・長期的な事業計画・

年次事業計画の策定と周知

a. 事業計画(1) 事業計画

□経営状況、サービス提供状況、利用者の状態、職員の状態等の把握

□社会情勢、福祉業界の動向等の把握、自社の強み・弱みの把握

a. 事業環境(3) 情報の把握と

活用

□職務分掌、職位別役割権限規定の企画

□組織運営ルール、事業分担の見直しに関する企画

a. 組織化企画(2) 組織体制

□内部統制制度、予算管理制度の企画

□会社業績の評価・管理、各部門の年次予算の調整、経営分析

b. 内部統制企画

①組織運営統括

平成20年度有料老人ホーム事業における
サービスの質の向上にかかる研修事業報告書

（社）全国有料老人ホーム協会参考



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline
■ 管理者（３） ～業務の詳細vol.2～

□入居者間、入居者と職員間の良好な人間関係構築c. コミュニティの醸成

□声かけ、個別面談、運営懇談会b. 入居者の把握・理解

(5) 入居者・家族等

への対応

□入退居基準の作成、見直し、判断a. 入居・退去の判断

□緊急避難マニュアルの整備、避難訓練の実施、消防機関との関係等c. 防災・防犯体制の整備

□施設管理体制の整備b. 施設管理体制の整備

□建物の維持・修繕計画の策定、改善計画a. 維持・改善計画の策定(4) 建物・設備管理

□業務改善体制の整備、実行、確認、標準化、マニュアル化等d. 業務改善

□ルーチン業務の均一化及び効率化c. サービス提供の効率化

□サービス利用に関する利用者、家族、職員、関係者等からの意見聴取c. サービス提供の意見聴取

□個別ケアに関する記録の管理・活用b. サービス提供記録の管理

□各種記録の方法・内容、保存管理、チェック（回覧）の方法b. サービス管理手順の確立

□サービス内容、料金体系、契約内容、サービス提供体制の把握a. サービス内容の把握(1) サービス計画

□業務に関する記録の管理・活用a. 業務記録の管理(3) サービス提供

状況の把握と

□業務の標準化・マニュアル化、実施状況の確認と見直しa. サービスの標準化(2) サービス提供

フローの構築

□サービス提供方針の明確化と徹底（目標・予算）b. サービス計画の策定

②サービス関係事項

平成20年度有料老人ホーム事業における
サービスの質の向上にかかる研修事業報告書

（社）全国有料老人ホーム協会参考



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline
■ 管理者（３） ～業務の詳細vol.3～

□評価結果の公表、周知b. 評価結果の活用

□家族等との相談、成年後見制度の利用支援、関係機関の利用支援d. 入居者の権利擁護

□調査手法・実施方法の検討（自己評価・第三者評価等）a. 評価の実施(6) サービスの評価

□苦情・要望の把握及び対応、対応結果・改善結果の周知e. 苦情・要望への対応

②サービス関係事項

平成20年度有料老人ホーム事業における
サービスの質の向上にかかる研修事業報告書

（社）全国有料老人ホーム協会参考



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline
■ 管理者（３） ～業務の詳細vol.4～

□契約書等の作成・見直しf. 契約書等の作成

□示談、訴訟への対応（保険事故や契約上の法的紛争等への対応）e. 訴訟対応

□社内規定に基づく品質保証維持、国際標準への対応d. 品質管理

□知的所有権の書類、データ等の管理・運用c. 知的所有権の管理・運用

□株主総会の実施（新株発行、配当金支払計画、特殊株主への対策）b. 株式業務

□基本方針・マニュアルの策定、周知、体制整備a. コンプライアンス体制整備(1) 法令遵守の

徹底

□関連する手続きa. 設立・登記(2) 法務管理推進

□未然防止策の実施、早期発見・対応b. 違反・反社会的行為防止

③法務関係事項

平成20年度有料老人ホーム事業における
サービスの質の向上にかかる研修事業報告書

（社）全国有料老人ホーム協会参考



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline
■ 管理者（３） ～業務の詳細vol.5～

□複数業者からの見積もり合わせ、競争入札

□物品の購入管理

d. 入札等の管理

□中・長期的な財務計画の立案b. 財務計画立案

□月次決算の分析・確認、情報共有d. 月次決算の確認

□必要な資料等の整備、ＨＰ・パンフレット等の活用d. 情報開示義務への対応

□寄付の受け入れ、手順、御礼状の作成c. 寄付金への対応

□消費税、源泉徴収税等の税務への対応b. 税務への対応

□短・中期的な予算の作成、補正予算

□損益分岐点・費用対効果、入居者又は職員の要望取入れ

c. 予算作成

□監査の適正実施（公認会計士の活用等）c. 監査の適正実施

□内部牽制体制の構築（会計・出納の分離）、経理・財務規程の整備a. 財務管理体制の整備(1) 財務管理体制

の整備

□経理規定に基づいた会計処理の徹底と確認a. 会計処理の確認(3) 日常業務管理

□資産の状況把握、適正な管理a. 資産管理(2) 資産・予算管理

□コスト削減意識の徹底、職員への経営状況報告b. 職員への情報提供

④財務関係事項

平成20年度有料老人ホーム事業における
サービスの質の向上にかかる研修事業報告書

（社）全国有料老人ホーム協会参考



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline
■ 管理者（３） ～業務の詳細vol.6～

平成20年度有料老人ホーム事業における
サービスの質の向上にかかる研修事業報告書

（社）全国有料老人ホーム協会参考

□セクハラ防止の為の体制整備、職員の相談f. セクハラ防止

□所定労働時間の管理、超過勤務の管理e. 労働時間の管理

□マニュアルの整備、職場教育d. 労災防止教育と防止策

□人事異動、欠勤者の対応、災害・緊急時の対応b. 人員配置

□雇用に関するものd. 補助金等の活用

□実態把握c. 労務関係法令の遂行

□出勤日の調整b. 勤務表の作成

□目標管理制度の活用、職場会議c. 職員とのコミュニケーション

□面接、採用c. 採用・選考の実施

□採用方針の明確化、採用計画の策定、期間、予算a. 採用計画の策定(1) 採用・選考

□内容、業務量の把握

□労働環境、社内諸規則の整備

a. 労働環境の整備(3) 労務管理

□職員配置、人事異動、職務分掌、給与体系、昇級制度等の策定a. 人事制度の整備(2) 人事管理

□採用手順・選考基準の確立、見直しb. 採用手順の確立

⑤人事・労務関係事項



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上
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Outline
■ 管理者（３） ～業務の詳細vol.7～

□研修参加者への評価

□研修への評価

d. 研修への評価

□外部講師による研修の実施

□外部研修への参加促進

c. 資源・外部研修の活用

□カウンセラー、医師の活用h. 専門家や外部機関の活用

□人間関係の円滑化、相互理解g. 職員間の人間関係の醸成

□職員の健康・ストレス状況の把握、勤務状況、休暇取得状況f. 職員の状況把握

□人的・施設的対応

□資格取得の推進、自己啓発援助制度の整備

b. 研修実施体制の整備

□休暇取得状況の管理d. 入居者の権利擁護

□研修計画の立案と予算の確保a. 研修計画の立案(4) 育成・研修

□職員のニーズに合った複数の福利厚生メニューの整備e. 苦情・要望への対応

⑤人事・労務関係事項

平成20年度有料老人ホーム事業における
サービスの質の向上にかかる研修事業報告書

（社）全国有料老人ホーム協会参考
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の責務と質の向上の責務と質の向上
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Outline
■ 管理者（３） ～業務の詳細vol.8～

□システムの運用状況確認、保守

□セキュリティ管理

b. 情報システムの管理

□ホームに関する情報の管理と公表a. ホームに関する情報管理(1) 情報管理

□情報システムの導入・維持・改善に係る計画の策定、体制整備a. 情報システムの整備(2) 情報システム

管理

□個人情報の管理・保護と活用b. 利用者情報の管理・保護

⑥情報管理

平成20年度有料老人ホーム事業における
サービスの質の向上にかかる研修事業報告書

（社）全国有料老人ホーム協会参考



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline
■ 管理者（３） ～業務の詳細vol.9～

□営業計画（販売目標の設定、予算の確保）の策定・見直し

□営業・マーケティング戦略の策定・見直し

a. 営業計画の策定(1) 営業企画

□営業・販売状況の把握

□入居希望者への対応

□契約

□クレーム・トラブル管理

a. 営業活動管理(2) 営業活動管理

□営業管理体制の整備

□営業ツール（パンフレット、重要事項説明書等）の作成

b. 営業体制の整備

⑦営業関係事項

平成20年度有料老人ホーム事業における
サービスの質の向上にかかる研修事業報告書

（社）全国有料老人ホーム協会参考



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline
■ 管理者（３） ～業務の詳細vol.10～

□商工会、町内会、小学校等との関係構築b. 地域との連携

□介護予防、家庭での介護、機能訓練等の講座開催

□入居者募集説明会の開催

b. 講座等の開催

□町内会、自治会等の行事への参加

□地域住民の招待による交流会

c. 地域交流

□施設見学者への対応方法・内容の設定と周知

□見学者への対応

c. 施設見学者等への対応

□広報計画の策定、見直し

□広報効果の検証

a. 広報計画の策定(1) 広報

□実習生、ボランティアの受け入れによる理解の促進、人材確保a. 実習生等の受け入れ(3) 福祉教育

□行政機関との連携

□社会福祉協議会、関係団体等とのネットワーク構築

□医療機関との連携

a. 関係機関との連携(2) 地域対応

□広報の対象・内容・手段の検討

□広報ツールの作成、実施

b. 広報活動の実施

⑧外部への対応

平成20年度有料老人ホーム事業における
サービスの質の向上にかかる研修事業報告書

（社）全国有料老人ホーム協会参考



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 生活相談員（１） ～配置基準vol.1～

基準省令第175条第2項（第192条の4・第231条・第255条）
・・・特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者および指定介護予防特定施設入居者
生活介護の提供を受ける入居者の合計数が100又はその端数を増すごとに

１人以上

（根拠条文：特定施設《一般型》《外部サービス利用型》）

基準省令第175条第4項（第231条）
第１項第一号又は第２項第１号の生活相談員のうち１人以上は、常勤でなけれ

ばならない。

（根拠条文：特定施設《一般型》）

基準省令第175条第4項（第231条）
・・・生活相談員のうち１人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなけれ

ばならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における
他の職務に従事することができるものとする。

（根拠条文：特定施設《外部サービス利用型》）



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 生活相談員（１） ～配置基準vol.2～

昭和41年厚生省令第19号 第12条
養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

１ 略
三 生活相談員

イ 常勤換算方法で、入所者の数が30又はその端数を増すごとに１人以上とす
ること。

ロ 生活相談員のうち入所者の数が100又はその端数を増すごとに１人以上を
主任生活相談員とすること。

７ 第１項第三号ロ又は・・・の主任生活相談員のうち１人以上は、専らその職務に
従事する常勤の者でなければならない。ただし、外部サービス利用型特定施設入
居者生活介護又は外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の事
業を行う養護老人ホームであって、入所者の処遇に支障がない場合には、当該養
護老人ホームが行う当該事業に係る他の職務に従事することができる。

８ 外部サービス利用型養護老人ホームに置くべき生活相談員の数については、
第１項第三号又は第２項第一号に定める生活相談員の数から、常勤換算方法で、
一を減じた数とすることができる。

（根拠条文：養護老人ホーム）



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 生活相談員（１） ～配置基準vol.3～

平成20年厚生労働省令第107号 第11条
軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。・・・

１ 略
二 生活相談員 常勤換算方法で、入所者の数が120又はその端数を増すごとに１

人以上
５ 第１項第二号ロの生活相談員を置く場合にあっては、当該生活相談員のうち１人
以上は、常勤の者でなければならない。

６ 指定特定施設入居者生活介護、指定介護予防特定施設入居者生活介護又は
指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては、入
所者に提供するサービスに支障がないときは、第１項第二号の生活相談員のうち
１人を置かないことができる。

（根拠条文：軽費老人ホーム）

（根拠：有料老人ホーム）

岡山県有料老人ホーム設置運営指導指針 5(1)ア
職員の配置については、入居者の数及び提供するサービス内容に応じ、その呼

称にかかわらず、次の職員を配置すること。
施設長、事務員、生活相談員、・・・



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 生活相談員（１） ～配置基準vol.4～

平成11年老企第25号 第3の10の1
(3) 利用者の処遇に支障がない場合に従事することができる他の職務

居宅基準第192条の４第５項及び第６項並びに第192条の５の「他の職務」は、
外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る職務に限るもので
はなく、要介護者及び要支援者以外の当該特定施設の入居者に対する生活
相談等のサービスの提供を含むものとする。

（解釈通知：特定施設《外部サービス利用型》）



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 生活相談員（２） ～業務内容～

基準省令第187条
１ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置
かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談
に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならな

い。

（根拠条文：特定施設《一般型》《外部サービス利用型》）

・入居者自らの趣味又は嗜好
に応じた生きがい活動

・各種の公共サービス及び必
要とする行政機関に対する手
続き等に関する情報提供又は
相談

を行っているか？

・養護老人ホームの場合は、
処遇計画を作成している
か？

・養護老人ホーム・軽費老人
ホームの場合は、苦情・事故に
関する記録を行っているか？

養護老人ホーム・軽費老人ホームにおいては、
「生活相談員の責務」について、各解釈通知で
詳細に規定されていることにも注意。



管理者・生活相談員管理者・生活相談員

の責務と質の向上の責務と質の向上

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 生活相談員（３） ～業務の全体像～

③外部諸機関
・地域対応

③外部諸機関
・地域対応

②ホーム内各部門
対応

②ホーム内各部門
対応

①入居者・家族
対応

①入居者・家族
対応

生活相談員生活相談員

平成20年度有料老人ホーム事業における
サービスの質の向上にかかる研修事業報告書

（社）全国有料老人ホーム協会参考
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Ⅹ 感染症・食中毒対策

A Group Guidance Of Okayama



感染症・食中毒対策感染症・食中毒対策

A Group Guidance Of Okayama

Outline

１） 疥癬症 疥癬虫（ヒゼンダニ）…主に手のひら・親指の付け根に赤い小丘疹

《予防対策》
①手洗い（こすり荒い）・消毒 ②シーツ交換、寝具類の共有に注意 ③介護中の肌の露出を防ぐ ④入浴の順番

１） 疥癬症 疥癬虫（ヒゼンダニ）…主に手のひら・親指の付け根に赤い小丘疹

《予防対策》
①手洗い（こすり荒い）・消毒 ②シーツ交換、寝具類の共有に注意 ③介護中の肌の露出を防ぐ ④入浴の順番

２） ウィルス性感染（B型肝炎・C型肝炎） 血液を介する。

《予防対策》
①血液、粘膜、体液などに直接触れない。（手袋の使用） ②手洗い

２） ウィルス性感染（B型肝炎・C型肝炎） 血液を介する。

《予防対策》
①血液、粘膜、体液などに直接触れない。（手袋の使用） ②手洗い

３） インフルエンザ 突然の発症、３８℃を超える発熱、上気道炎症状、倦怠感、頭痛など

《予防対策》
①手洗い・消毒・うがい ②適切な湿度 ③十分な休養と栄養補給 ④流行時は外出を控える ⑤予防接種

３） インフルエンザ 突然の発症、３８℃を超える発熱、上気道炎症状、倦怠感、頭痛など

《予防対策》
①手洗い・消毒・うがい ②適切な湿度 ③十分な休養と栄養補給 ④流行時は外出を控える ⑤予防接種

４） ノロウィルス 激しい嘔吐、下痢、腹痛、発熱、頭痛、筋肉痛など

《予防対策》
①徹底した手洗い ②清掃 ③汚物の処理 ④健康管理 ⑤食材の加熱（８５℃以上・１分間）

４） ノロウィルス 激しい嘔吐、下痢、腹痛、発熱、頭痛、筋肉痛など

《予防対策》
①徹底した手洗い ②清掃 ③汚物の処理 ④健康管理 ⑤食材の加熱（８５℃以上・１分間）

５） 食中毒
《予防対策》

①手洗い・消毒 ②身だしなみ ③調理器具等の洗浄・消毒 ④食品の冷却 ⑤食材の加熱（８５℃以上・１分間）

５） 食中毒
《予防対策》

①手洗い・消毒 ②身だしなみ ③調理器具等の洗浄・消毒 ④食品の冷却 ⑤食材の加熱（８５℃以上・１分間）

●各ホームページ（健康対策課・生活衛生課・長寿社会対策課・

厚生労働省）に注意しておくこと

●長寿社会対策課からはメール等で注意喚起



集団指導平成２１年度

（特定施設入居者生活介護）

その他参考資料



その他参考資料

□ 「介護保険施設・事業所における事故等発生時の対応について （平成２０年３月１」

日付け長寿第１９２０号） ※指針・報告様式

（ ）□ 身体拘束廃止に向けた事例研究のためのアンケート調査 平成２２年１月１５日〆

□ 新型インフルエンザチラシ

□ Ｏ１５７等警報発令中チラシ

□ 結核チラシ

□ 食中毒（カンピロバクター・ノロウイルス）チラシ

□ 介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント

□ 介護施設等への支援策チラシ

□ 防災情報配信メールサービスチラシ

□ 県からの通知等に係るメールアドレス登録票（有料老人ホーム・特定施設）

□ 質問票

□ 県民局特定施設入居者生活介護担当課一覧（平成２２年２月１日現在）









 

 

（報告様式）                                                           第１報：平成  年  月  日 

                                                                       第２報：平成  年  月  日 

介護保険事業者・事故報告書 

第１報（発生後速やかに報告） 

 

事  業  所       

名 称     ｻｰﾋﾞｽ種類        

所在地     電 話 番 号        

報告者    職名           氏 名 

利 用 者       氏 名                       （ 男 女 ） 被保険者番号  

生年月日     明･大･昭   年   月  日（  歳） 要 介 護 度       要支援（ ）・要介護（ ） 

 

 

事故の概要       

発 生 日 時       平成  年   月   日（  ）  午前・午後  時  分 頃 

発 生 場 所       □居室 □廊下 □トイレ □食堂 □浴室 □その他（             ） 

事 故 種 別       □転倒 □転落 □誤嚥･異食 □誤薬 □失踪 □食中毒 

□感染症等（      ）  □その他（                         ） 

事 故 結 果       □通院 □入院 □死亡 □骨折 □打撲･捻挫 □切傷  □その他（      ） 

事故発生時の具体的状況 

 

 

 

 

 

 

 

報告先  報告･説明日時 

医師  ／  ： 

管理者   ／  ： 

担当ＣＭ   ／  ： 

家族   ／  ： 

県民局   ／  ： 

市町村   ／  ： 

   ／  ： 

                                                                                 

第２報（第１報後２週間以内） 

事故後の対応 （利用者の状況、家族への対応等） 

 

 

 損害賠償 □有（□完結 □継続） □無  □未交渉 

事故の原因 

再発防止に関する今後の対応・方針 

注１ 介護サービス提供中に事故等が発生した場合に、この報告書を県（所管県民局）に提出してください。 

注２ 第２報提出時に事故対応が未完結の場合は、その時点での進捗状況や完結の見込みなどを、今後の対応・方針欄

に記載してください。なお、記入欄が不足する場合は、必要に応じ別に記載してください。 



（別紙） 

 

身体拘束廃止に向けた事例研究のためのアンケート調査 集計 

（特定施設入居者生活介護） 

 

 

１．施設の概要について記入してください。（平成２１年１２月現在） 

 

概 

 

要 

施 設 名  

定  員  数              人 入 居 者 数       人 

 

職 員 数 

施設職員（事務職員、調理員除く。）       人 

介護職員（常勤換算）       人 

看護職員（常勤換算）       人 

 

２．身体拘束に該当するとされている次の行為について、行っているもの（現

在は行っていないが、過去に行っていた場合も含む。）がある場合には、それ

ぞれ該当欄に○印をつけてください。 

身 体 拘 束 の 態 様 該当欄（過

去も含む。） 

①徘徊しないように、車イスやイス、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛

る。 

 

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で固定する。  

③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。  

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。  

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむし

らないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

 

⑥車イスやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字

型抑制帯や腰ベルト、車イステーブルをつける。 

 

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイス（車イス含

む）を使用する。 

 

⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、介護服（つなぎ服）を着せる。  

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で

縛る。 

 

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。  

⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。  

 



３．転倒・転落事故等の予防、事故発生時の対応について、具体的な取組があ

る場合には、それぞれ該当欄に○印をつけてください。その他の場合は、具

体的に記載してください。（複数回答可） 

具 体 的 な 取 組 該当欄 

①事故対策委員会等の内部検討組織の体制づくり  

②転倒・転落事故等防止のためのマニュアルの作成  

③特定施設サービス計画作成時における転倒等を未然に防止するための

アセスメント実施 

 

④事故報告書（ヒヤリハット報告）作成の義務付け  

⑤事故対応についての職員研修  

⑥事故発生時の対応マニュアルの作成  

⑦転倒・転落事故等の防止に効果のある福祉用具や設備の導入  

⑧その他（                           ）  

 

４．身体拘束廃止への取組状況について、それぞれ該当欄に○印をつけてくだ

さい。その他の場合は、具体的に記載してください。（複数回答可） 

取 組 状 況 該当欄 

①身体拘束廃止委員会を設置し、施設全体として取り組んでいる。  

②管理者、責任者及び各職員が身体拘束を行わないケアを決意し、事業

計画等で明文化し、施設の方針としている。 

 

③身体拘束廃止に関して、管理者及び責任者が各職員をバックアップす

る方針を徹底している。 

 

④入居者のアセスメントを十分に行い、身体拘束を行わないケアなどサ

ービスの質を高める工夫を行っている。 

 

⑤定期的に研修会又は勉強会を実施している。  

⑥実際に身体拘束廃止に成功している施設へ職員を派遣している。  

⑦身体拘束を行う場合の基準（数値化等）をマニュアル等で定めている。  

⑧緊急やむを得ない場合を判断する体制・手続きを定めている。  

⑨身体拘束廃止への理解と協力を得るため、本人・家族に対し、十分な

説明を行っている。 

 

⑩身体拘束廃止のために基準以上の十分な職員の確保を行っている。  

⑪その他（                           ）  



５．身体拘束廃止を推進するために、最も重要と思われる項目を５つ選んで、

それぞれ該当欄に○印をつけてください。その他の場合は、具体的に記載し

てください。（複数回答可） 

取 組 状 況 該当欄 

①「人間としての尊厳」を尊重する気持ちを職員が持つこと。  

②身体拘束が入居者を苦しめていることに職員が気づくこと。  

③管理者や職員が身体拘束を行わないケアを決意すること。  

④身体拘束が施設側の都合で行われているケースがあることに気づくこ

と。 

 

⑤入居者のアセスメントを十分に行うこと。  

⑥基本的なケア（排せつ、清潔、起きる、食べる、アクティビティ（よ

い刺激・その人らしさ）を徹底的に行うこと。 

 

⑦身体拘束を行わないケアの工夫を重ねること。  

⑧問題行動の原因を探り、事故防止のためのケアプランを作成すること。  

⑨身体拘束の弊害に気づくこと。（例：生理機能の低下、抑制帯等による

新たな事故発生、認知症の進行、入居者・家族の精神的苦痛など） 

 

⑩入居者・家族に十分な説明を行うこと。  

⑪施設内の介護の状況を外部に公開すること。  

⑫研修や各施設間の情報交換により、身体拘束を行わない介護技術を高

めること。 

 

⑬十分な職員の確保を図ること。  

⑭身体拘束を行わないための介護を助ける機器や設備の開発や導入を行

うこと。 

 

⑮施設内の環境の見直しを行うこと。  

⑯やむを得ずに身体拘束を行う場合は記録を付けること。  

⑰やむを得ずに身体拘束を行う場合は家族の同意を得ること。  

⑱やむを得ずに身体拘束を行う場合は施設内で必要性をチェックする機

関や責任者を設置すること。 

 

⑲県下の各施設で身体拘束廃止運動を展開すること。  

⑳その他（                           ）  

 

 

 

 



６．身体拘束を廃止する場合に有効だったケアの工夫例があれば簡単に記載し

てください。 

身 体 拘 束 の 態 様 工 夫 例 

①徘徊しないように、車イスやイス、ベッ

ドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

 

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢

をひも等で固定する。 

 

③自分で降りられないように、ベッドを柵

（サイドレール）で囲む。 

 

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かない

ように、四肢をひも等で縛る。 

 

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かない

ように、又は皮膚をかきむしらないよう

に、手指の機能を制限するミトン型の手

袋等をつける。 

 

⑥車イスやイスからずり落ちたり、立ち上

がったりしないように、Ｙ字型抑制帯や

腰ベルト、車イステーブルをつける。 

 

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを

妨げるようなイス（車イス含む）を使用

する。 

 

⑧脱衣やオムツはずしを制限するために、

介護服（つなぎ服）を着せる。 

 

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド

などに体幹や四肢をひも等で縛る。 

 

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を

過剰に服用させる。 

 

⑪自分の意思で開けることのできない居室

等に隔離する。 

 

⑫全般的な内容  

 



７．身体拘束の廃止に取り組んだ事例について、個別具体的な内容を記載して

ください。（代表例を１つ記載してください。２つ以上記載場合は適宜、別紙

に記入してください。） 

○対象者の状態 

 （年齢、性別、既往症、要介護度、認知症判定、ＡＤＬの状況など） 

 

 

○拘束に至った状況・経緯 

 

 

○拘束の状況、拘束の開始時期 

 

 

○拘束廃止が困難な理由 

 

 

○拘束廃止への取組状況 

 

 

○検討した（考えられる）拘束廃止の方法 

 

 

○身体拘束廃止後の対象者の状況 

 

 

  

８．身体拘束に関する御意見があれば自由に記載してください。 

 

 



新型インフルエンザ

※インフルエンザは、クシャミや咳からの飛沫（しぶき）を吸ったり、
　手指を介して鼻・口粘膜に付着して、感染します。

岡  山  県

かからないために
家に帰ったら手洗い・うがい
人混みを避ける

かかったかな？と思ったら
マスクをして、昼間に受診
　基礎疾患がある方、妊娠中の方、
　乳幼児は、特に、注意！！

うつさないために
症状があったら、

　頑張らない
　キチンと休んで自宅で療養
　マスクを着用

を
みんなで防ぐ県民運動

を
みんなで防ぐ県民運動

を
みんなで防ぐ県民運動

岡山県マスコット
ももっち

みんなで防ぐ
　新型インフルエンザ

県民運動実施中



所管の保健所にご相談ください

施　設　名 電話番号 FAX番号 所管の市町村

備 前 保 健 所 086-272-3934 086-271-0317 玉野市、瀬戸内市、
吉備中央町

備前保健所東備支所 0869-92-5180 0869-92-0100 備前市、赤磐市、
和気町

備 中 保 健 所 086-434-7024 086-425-1941 総社市、早島町

備中保健所井笠支所 0865-69-1675 0865-63-5750
笠岡市、井原市、
浅口市、里庄町、
矢掛町

備 北 保 健 所 0866-21-2836 0866-22-8098 高梁市

備北保健所新見支所 0867-72-5691 0867-72-8537 新見市

真 庭 保 健 所 0867-44-2990 0867-44-2917 真庭市、新庄村

美 作 保 健 所 0868-23-0163 0868-23-6129 津山市、鏡野町、
久米南町、美咲町

美作保健所勝英支所 0868-73-4054 0868-72-3731 美作市、勝央町、
奈義町、西粟倉村

岡 山 市 保 健 所 086-803-1262 086-803-1758 岡山市

倉 敷 市 保 健 所 086-434-9810 086-434-9805 倉敷市

所管の保健所にご相談ください
新型インフルエンザについてご心配な方は

○平日 ８時30分から17時15分

※17時15分以降は、各保健所の留守番電話等で対応します。
※医療機関への受診は、できるだけ昼間に、マスクを着用してお願いします。
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カンピロバクターは食中毒菌の一種で、わずかな菌数でも食中毒を引き起こす
ことが知られています。

また、保存状態に関わらず、新鮮な生肉ほど見つかる確率が高く、市販の鶏肉
・牛レバー等からも見つかっています。

そのため、鶏刺しや牛レバー刺し等の肉や内臓の生食、調理時の加熱不足を原
因とする食中毒が多発しています。

さらに、生肉に触れた食品や手指・調理器具を介して、菌に汚染された食品が
食中毒の原因となることもあるので注意しましょう。

カンピロバクターは食中毒菌の一種で、わずかな菌数でも食中毒を引き起こす
ことが知られています。

また、保存状態に関わらず、新鮮な生肉ほど見つかる確率が高く、市販の鶏肉
・牛レバー等からも見つかっています。

そのため、鶏刺しや牛レバー刺し等の肉や内臓の生食、調理時の加熱不足を原
因とする食中毒が多発しています。

さらに、生肉に触れた食品や手指・調理器具を介して、菌に汚染された食品が
食中毒の原因となることもあるので注意しましょう。

★ 予防のポイント
生食を避ける

調理時に注意すること

食べるときに注意すること

中心温度７５℃以上，
１分間以上

注意！注意！
特に幼児、高齢者の他、抵抗力の弱い方が発症すると、

重症になることがありますので、食べないようにしましょう。

●市販の鶏肉・牛レバー等からもカンピロバクターは見つかっています。
生食はやめましょう。

岡山県マスコット ももっち

●中心部までしっかり加熱しましょう。（中心部７５℃以上で１分間以上）
●生肉から別の食品への汚染を広げないため、次のことに注意しましょう。

〇保存する場合は、フタ付き容器やラップを使用しましょう。
〇取り扱った後は、十分に手を洗いましょう。
〇取り扱った調理器具（包丁やまな板等）は、十分に洗浄殺菌しましょう。

●焼肉等では箸を使い分けましょう。（生肉用・食事用）

岡山県・保健所



ノロウイルスは食中毒の原因となるウイルスの一種で、嘔吐、下痢、腹痛、発
熱などの症状を引き起こします。

ノロウイルス食中毒には、ノロウイルスに感染した調理従事者が、食品を汚染
したことが原因と推定される事例が多々あります。

また、ノロウイルスは二枚貝の内臓に蓄積されていることもあるので、取り扱
いに注意しましょう。

ノロウイルスは食中毒の原因となるウイルスの一種で、嘔吐、下痢、腹痛、発
熱などの症状を引き起こします。

ノロウイルス食中毒には、ノロウイルスに感染した調理従事者が、食品を汚染
したことが原因と推定される事例が多々あります。

また、ノロウイルスは二枚貝の内臓に蓄積されていることもあるので、取り扱
いに注意しましょう。

★ 予防のポイント
調理者の感染を防ぐ

調理時に注意すること

注意！注意！

中心温度８５℃以上，
１分間以上

岡山県マスコット ももっち

感染予防には手洗いが重要です！
外から帰ってきた後や食事前の手洗いを日常から徹底しま

しょう。
また、家庭内での感染も起きやすいので、調理者は家族の

健康状態にも注意しましょう。

●加熱して食べる食品は、中心部までしっかり加熱しましょう。
（中心部８５℃以上で１分間以上）
●食器、調理器具は使用の都度、洗浄・熱湯消毒をしましょう。
●調理前、用便後の手洗いを徹底しましょう。
●調理施設等では、下痢や風邪に似た症状のある場合は、食品を直接取

り扱う作業に従事しないようにしましょう。
●ノロウイルスに感染しても、症状が現れずに便にウイルスを排泄して

いる場合があります。健康状態にかかわらず手洗いを徹底し、食品に
直接触れる場合は使い捨て手袋の着用を心がけましょう。

ノロウイルスは「アルコール」や「逆性石けん」などでは
十分な消毒効果が期待できません！

手指は、石けんをよく泡立ててしっかりもみ洗いし、水で十分にウイル
スを洗い流すことが大切です。

岡山県・保健所



介護労働者の労働条件の 
確保・改善のポイント 
介護労働者の労働条件の 
確保・改善のポイント 

はじめに 

厚生労働省　都道府県労働局　労働基準監督署 
 

このパンフレットの対象 
このパンフレットでいう「介護労働者」とは、専ら介護関係業務に従事するすべての 

労働者を指します。したがって、老人福祉・介護事業のほか、それ以外の障害者福祉事業、 
児童福祉事業等において介護関係業務に従事する者も含みます。 

 
また、これら介護労働者を使用する事業場におかれては、介護労働者以外の労働者に 
つきましても、同様に労働条件の確保・改善を図っていただくようお願いします。  

 

　平成 12 年の介護保険法の施行以来、
介護関係業務に従事する労働者や、これ
ら介護労働者を使用する社会福祉施設は
いずれも大幅に増加していますが、これ
らの事業場の中には、事業開始後間もな
いため、労働基準関係法令や雇用管理に
関する理解が必ずしも十分でないものも
みられるところです。 
 
　このパンフレットは、介護労働者の労働条件の確保・改善に関する主要なポイ
ントをわかりやすく解説したものです。 
　介護労働者を使用される事業者の方々を始めとして介護事業に携わる皆様には、
このパンフレットをご活用いただき、介護労働者の労働条件の確保・改善に取り
組んでいただきますようお願いします。 



2

Point 1 労働条件は書面で明示しましょう a 労働基準法第15条 

Point 2 契約の更新に関する事項も明示しましょう a 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準第1条 

・　労働者を雇い入れた時には、賃金、労働時間等の労働条件を書面の交付により 
明示しなければいけません。 

・　6か月契約、１年契約などの期間の定めのある契約（有期労働契約）を結ぶ場合には、契約更新の都度、労働
条件の明示（書面の交付）が必要です。 
・　上記以外の場面においても、労働契約の内容について、できる限り書面で確認しましょう。（労働契約法
第4条第2項） 

・　労働者と「有期労働契約」を締結する場合には、 
　　　○　Point1 の 「 労働契約の期間 」 のほか、 
　　　○　更新の有無 
　　　○　更新する場合があり得るとしたときの、更新に関する判断の基準
を明示してください。 
 

○　明示すべき労働条件の内容 

○　労働日（労働すべき日）や始業･終業時刻など下記①～③が月ごと等の勤務表により特定される場合の明示方法 

書面で明示すべき労働条件の内容 
労働契約の期間 （期間の定めの有無、定めがある場合
はその期間） 
就業の場所・従事する業務の内容 
労働時間に関する事項 （始業・終業時刻、時間外労働
の有無、休憩、休日、休暇等） 
賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時
期に関する事項 
退職に関する事項 （解雇の事由を含む） 
 

勤務表により特定される労働条件 
　①　就業の場所及び従事すべき業務 
　②　労働日並びにその始業及び終業の時刻 
　③　休憩時間 
 

1）　勤務の種類ごとの①～③に関する考え方 
2）　適用される就業規則上の関係条項名 
3）　契約締結時の勤務表 
　について、書面の交付により明示しましょう 
 

 
・ 
 
・ 
・ 
  
・ 
 
・ 

その他明示すべき労働条件の内容 
昇給に関する事項 
退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担
させる食費・作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、
表彰・制裁、休職等に関する事項･･･これらについて定
めた場合 

 
・ 
・ 
 

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」 
（平成15年厚生労働省告示第357号）について 

 　有期労働契約については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続し
たにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させるなどの、
いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題となっています。 
　この基準は、このようなトラブルの防止を図るため、労働基準法第14条第2項
に基づき、使用者が講ずべき措置について定めたものです。 

　・　自動的に更新する 
　・　更新する場合があり得る 
　・　契約の更新はしない　　　等　 
 

　・　契約期間満了時の業務量に 
　  より判断する 
　・　労働者の勤務成績、態度によ 
    り判断する 
　・　労働者の能力により判断する 
　・　経営状況により判断する 
　・　従事している業務の進捗状況 
    により判断する　　　　　　等 

明示する「更新の有無」の具体的な例 
 

（１）　労働条件の明示について 

明示する「判断の基準」の具体的な例 
 

Ⅰ　介護労働者全体（訪問・施設）に共通する事項 
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Point 1

Point 2

Point 3

就業規則を作成し、届け出ましょう a 労働基準法第89条 

 

適正な内容の就業規則を作成しましょう 

 

a 労働基準法第92条 

 

就業規則を労働者に周知しましょう a 労働基準法第106条 

 

・　常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければ
なりません。 
・　また、就業規則を変更した場合にも、労働基準監督署長に届け出てください。 
・　 「10人以上の労働者」には、介護労働者はもちろん、次の労働者の方も含まれます。 
　　○　事務員、警備担当者等、介護労働者以外の労働者 
　　○　短時間労働者、有期契約労働者等のいわゆる非正規労働者 

・　就業規則の内容は、法令等に反してはなりません。 
・　また、就業規則を作成しているのに、その内容が実際の就労実態と合致していない例がみられます。このような
状況にあっては、労働条件が不明確になり、労働条件をめぐるトラブルにも繋がりかねません。労働者の就労実態
に合致した内容の就業規則を作成してください。 

・　作成した就業規則は、以下の方法により労働者に周知しなければなりません。 
　　○　常時事業場内の各作業場ごとに掲示し、又は備え付けること 
　　○　書面を労働者に交付すること 
　　○　電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時
　　  確認できるパソコン等の機器を設置すること 
・　労働者からの請求があった場合に就業規則を見せるなど、就業規則を労働者が必要 
なときに容易に確認できない方法では、「周知」になりませんので注意してください。 
 
 
 

○　就業規則に規定すべき事項 

○　使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要です。（労働契約法第10条） 

必ず規定すべき事項 
・　労働時間に関する事項 （始業・終業時刻、 休憩、休日、休暇等） 
・　賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給 
　に関する事項 
・　退職に関する事項 （解雇の事由を含む） 

定めた場合に規定すべき事項 
・　退職手当、臨時の賃金等、労働者に負担さ

せる食費・作業用品、 安全衛生、職業訓練、

災害補償、表彰・制裁等に関する事項 

 

　　○　全労働者に共通の就業規則を作成する 
　　○　正社員用の就業規則とパートタイム労働者用の就業規則を作成する 
などにより、全ての労働者についての就業規則を作成してください。 
 

就業規則は、非正規労働者も含め、事業場で働く全ての労働者に適用されるものでなければなりません。 

（２）　就業規則について  

①　その変更が、次の事情などに照らして合理的であること。 
　　労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合

等との交渉の状況 
②　労働者に変更後の就業規則を周知させること。 
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Point 1 労働時間の適正な取扱いを徹底しましょう a 労働基準法第32条など 

Point 2 労働時間を適正に把握しましょう a 労働基準法第32条、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準 

・　労働時間とは、使用者の指揮監督の下にある時間をいい、介護サービスを提供している時間に限るもの
ではありません。 
・　特に、次のような時間について、労働時間として取り扱っていない例がみられますが、労働時間として適
正に把握、管理する必要がありますので留意してください。 
　　○　交替制勤務における引継ぎ時間 
　　○　業務報告書等の作成時間 
　　○　利用者へのサービスに係る打ち合わせ、 
　　　会議等の時間 
　　○　使用者の指揮命令に基づく施設行事等の 
　　　時間とその準備時間 
　　○　研修時間 
 
 

・　「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」に基づき、適正に労働時間を
把握してください。 

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」 
（平成13年4月6日付け基発第339号）の主な内容 

 
・　使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること 
 
・　始業・終業時刻の確認・記録に当たっては、原則として 
　①  使用者が、自ら現認して、 
　②　タイムカード等の客観的な記録を基礎として、 
　確認・記録すること 
 
・　自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合には、 
　① 適正な自己申告等について労働者に十分説明する、 
　② 自己申告と実際の労働時間とが合致しているか必要に応じて実態調査を実施する、 
　等の措置を講じること   等 

（３）　労働時間について 

　研修時間については、使用者の明示的な指示に基づい
て行われる場合は、労働時間に該当します。 
　また、使用者の明示的な指示がない場合であっても、研
修を受講しないことに対する就業規則上の制裁等の不利
益な取扱いがあるときや、研修内容と業務との関連性が
強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的に
支障が生ずるなど実質的に使用者から出席の強制があ
ると認められるときなどは、労働時間に該当します。 

Point 1により労働時間の判断を適正に行い、 
Point 2によりこれらを適正に把握してください 

※　訪問介護労働者特有
の移動時間等については、
ⅡPoint 3 参照 
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Point 4 ３６協定を締結・届出しましょう 

 

a 労働基準法第36条 

Point 3 変形労働時間制等は正しく運用しましょう a 労働基準法第32条の2、32条の4 ほか 

Point 5 時間外労働等は、３６協定の範囲内にしましょう a 労働基準法第32条、第36条 

 

・　時間外労働・休日労働を行わせる場合には、Point4で締結した36協定の範囲内でなければなりません。 

・　時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使は、このことを十分意識した
上で36協定を締結する必要があります。 

○　1年単位の変形労働時間制※１を採用する場合には 
　→　毎年※２、労使協定を適切に締結し、労働基準監督署長に届け出ましょう。 
　　　また、就業規則等により、適切に枠組みを定めましょう。 
　　　　　　　　　　　　　※１　１年以内の期間を平均して週40時間を達成する方法です。 
　　　　　　　　　　　　　※２　対象期間ごとに労使協定の締結、届出が必要です。　　　　　　　　
　　　 
○　1か月単位の変形労働時間制※を採用する場合には 
　→　労使協定、就業規則等により、適切に枠組みを定めましょう。 
　　　各日ごとの勤務割は、変形期間の開始前までに具体的に特定してください。 
　　　　　　　　　　　　　※　１か月以内の期間を平均して週40時間を達成する方法です。 
 
・　その他の労働時間制度を採用する場合にも、法定の要件に基づき正しく運用してください。 

・　時間外労働・休日労働を行わせる場合には、時間外労働・休日労働に関する労使協定（36協定）を締結し、
労働基準監督署長に届け出る必要があります。 
・　労使は、36協定の内容が、限度基準に適合したものとなるようにしなければなりません。  
 

時間外労働の限度に関する基準（限度基準：平成10年労働省告示第154号）の主な内容 
 
 

○　業務区分の細分化 
　　容易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大しないよう、業務の区分を細分化 
　することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。 
○　一定期間の区分 
　　「１日」のほか、 「１日を超え３か月以内の期間」と「１年間」について協定してください。 
○　延長時間の限度（限度時間） 
　　一般の労働者の場合1か月45時間、1年間360時間等の限度時間があります。 
○　特別条項 
　　臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予
　想される場合、特別条項付き協定を結べば限度時間を超える時間を延長時間とすること 
　ができますが、この「特別の事情」は、臨時的なものに限られます。 
○　適用除外 
　　工作物の建設等の事業、自動車の運転の業務等、一部の事業又は業務には上記の 
　限度時間が適用されません。 

　延長時間の限度 
　　（限度時間） 
①一般の労働者の場合 
　　１週間　  15時間 
　　１か月　  45時間 
　　１年間　360時間　等 
②１年単位の変形労働時間
　制※の対象者の場合 
　　１週間　  14時間 
　　１か月　  42時間 
　　１年間　320時間　等 
       ※　対象期間３か月超 
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Point 1 休憩は確実に取得できるようにしましょう a 労働基準法第34条 

Point 2 夜間勤務者等の法定休日を確保しましょう a 労働基準法第35条 

・　労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩
が、労働時間の途中に必要です。 
・　休憩は、労働者の自由に利用させなければなりません。 
・　特に、次のような例がみられることから、夜間時間帯や利用者の食事時間帯においても、休憩が確実に
取得できるよう徹底してください。 
　○　代替要員の不足等から夜勤時間帯の休憩が確保されていない例 
　○　午前12時～午後1時などの所定の休憩時間に利用者の食事介助等を行う必要が生じ、休憩が確
　　保されていない例 

・　使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。 
　（4週間を通じ4日の休日を与えることも認められます。） 
・　この「休日」とは、単に連続24時間の休業を指すのではなく、 
  原則として暦日（午前0時から午後12時まで）の休業をいいます。 
・　したがって、いわゆる「夜勤明け」の日は、法定休日には該当しませんので 
  注意してください。 

ＡさんとＢさんのシフトは、月28日に対してどちらも20日出勤であり、週40時間はクリアしていますが･･･ 
→　Ａさんのシフトは、法定休日も４週に４日以上あり、労働基準法上の問題はありません。 
→　Ｂさんのシフトは、法定休日と評価できる日が４週に２日しかなく、法定の日数を下回っています。 
　　 →　Ｂさんのシフトについては、改善が必要です。 
 

●　シフト表の例と法定休日の考え方 

青色の日については、暦日（午前0時から 
午後12時まで）としての休業が確保され、 
「法定休日」と評価することができます。 

 

赤色の日については、午前7時まで勤務して 
いるため暦日としての休業が確保されておらず、 
「法定休日」と評価することができません。 

 
 

（４）　休憩・休日について  

　 例）早出 6:00～15:00　遅出 14:00～23:00　夜勤 22:00～翌 7:00 （休憩各１時間） 

1  2　3  4  5  6　7  8  9  1 0  1 1  1 2  13 　 1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  28 氏 　 名 

A さん 

B さん 

早 

早 遅 夜 早 遅 夜 早 遅 夜 早 遅 夜 早 遅 夜 早 遅 夜 早 遅 

早 早 早 遅 遅 遅 遅 夜 夜 夜 夜 早 早 早 早 遅 遅 遅 遅 
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Point 1 労働時間に応じた賃金を、適正に支払いましょう a 労働基準法第24条 

Point 2 時間外・深夜割増賃金を支払いましょう a 労働基準法第37条 

 

Point 3 最低賃金以上の賃金を支払いましょう a 最低賃金法第4条 

・　時間外労働に対しては、２５％以上の割増賃金を支払わなければなりません。 

・　賃金は、いかなる労働時間についても支払わなければなりません。 
・　労働時間に応じた賃金の算定を行う場合（時給制などの場合）には、交替制勤務における引継ぎ時間、業務報
告書の作成時間等、介護サービスに直接従事した時間以外の労働時間も通算した時間数に応じた算定をしてく
ださい。※ （３）Point 1、ⅡPoint 3 参照 

・　深夜業（午後10時から午前5時までの労働）に対しては、２５％以上の割増賃金を支払わなければなりま
せん。 
・　休日労働に対しては、３５％以上の割増賃金を支払わなければなりません。 
 

・　賃金は、地域別最低賃金以上の金額を支払わなければなりません。 
・　地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内のすべての労働者に対して適用される最低賃金
として、各都道府県ごとに定められています。  
 

・　また、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、休業手当を適正に支払わなければ
なりません。 　※ⅡPoint 2 参照 

○　賃金の算定の基礎となる労働時間 

介護サービスに 
直接従事する時間 

介護労働者の労働時間 

（3）Point1 の引継ぎ時間、業務報告書等の
作成時間、会議等の時間、研修時間等、 
ⅡPoint3 の移動時間、待機時間等、介護サ
ービスに直接従事した時間以外の労働時間 

（５）　賃金について  

○　支払う賃金と最低賃金額との比較方法 

時間によって 
定められた賃金 
（時間給） 

日、週、月等に 
よって定められ 
た賃金 

当該期間における 
所定労働時間数 

（日、週、月によって所定労働時
間数が異なる場合には、それ 
ぞれ1週間、4週間、1年間の平

均所定労働時間数） 
 

最低賃金額 
（時間額） 

 

この労働時間に応じ賃金を算定 

労働基準法の改正により、平成22年4月1日から時間外労働の割増賃金率が引き上げられます 
・　１か月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が現行の２５％から５０％に引き上げられます。 
・　ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。 
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Point 1 非正規労働者にも年次有給休暇を付与しましょう a 労働基準法第39条 

・　非正規労働者も含め、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次
有給休暇を与えなければなりません。 

　年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日（年次有給休暇付与日）において
予定されている今後１年間の所定労働日数に応じた日数です。 
　ただし、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して
所定労働日数を算出することとして差し支えありません。したがって、例えば、雇入れの日か
ら起算して６か月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去６か月の労働日数
の実績を２倍したものを「１年間の所定労働日数」とみなして判断して差し支えありません。 

・　所定労働日数が少ない労働者に対しても、所定労働日数に応じた年次有給休暇を与える必要があります。 

○　年次有給休暇の付与の要件 

○　予定されている今後１年間の所定労働日数を算出し難い場合の取扱い 

○　年次有給休暇の日数 

（６）　年次有給休暇について 

例
え
ば
 

雇入日 6か月経過 

（
更
新
） 

（
更
新
） 

（
更
新
） 

（
更
新
） 

（
更
新
） 

6か月継続勤務※ 
と判断される場合 

※　継続勤務とは在籍期間を意味し、継続勤務かど
うかについては、勤務の実態に即し実質的に判断
すべきものです。 

年次有給休暇 
の付与 

週所定 
労働時間 

週所定 
労働日数 

１年間の所定 
労働日数 ※ 

30時間 
以上 

30時間 
未満 

5日以上 

4日 

3日 

2日 

1日 

217日以上 

169日から 
216日まで 
121日から 
168日まで 
73日から 
120日まで 
48日から 
72日まで 

6か月 1年 
6か月 

雇入日から起算した継続勤務期間ごとの年次有給休暇日数 

2年 
6か月 

3年 
6か月 

4年 
6か月 

5年 
6か月 

6年6か月 
以上 

10日 

7日 

5日 

3日 

1日 

11日 

8日 

6日 

4日 

2日 

12日 

9日 

6日 

4日 

2日 

14日 

10日 

8日 

5日 

2日 

16日 

12日 

9日 

6日 

3日 

18日 

13日 

10日 

6日 

3日 

20日 

15日 

11日 

7日 

3日 

※　週以外の期間によって労働日数が定められている場合 

全労働日の 
8割以上出勤 
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（7）　解雇・雇止めについて 

Point 2 年次有給休暇の取得を抑制する不利益取扱いは しないようにしましょう a 労働基準法第136条 

・　年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他の不利益な取扱いをしてはいけま
せん。 
・　例えば、精皆勤手当や賞与の額の算定に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として取り
扱うことは、不利益取扱いとして禁止されます。 

Point 1 解雇・雇止めを行う場合は、予告等の手続を取りましょう a 労働基準法第20条、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準第2条ほか 

・　やむを得ず労働者の解雇を行う場合には、少なくとも30日前までの予告が必要です。  
 予告を行わない場合には、解雇までの日数に応じた解雇予告手当を支払う必要があります。 
 
 
 
 
 
 
・　有期労働契約※を更新しない場合には、少なくとも30日前までの予告が必要です。 
　 ※　3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に係るものに限り、あら
　　かじめ更新しない旨明示されているものを除きます。 
・　雇止めについて、裁判例によれば、反復更新の実態等の状況に照らし、解雇に関する法理の類推適用
等により雇止めが認められない場合があります。 
・　労働者から請求があった場合には、解雇・雇止めの理由等について、証明書を交付する必要があ
ります。 
 

Point 2 解雇について労働契約法の規定を守りましょう a 労働契約法第16条、第17条第1項 

○　期間の定めのない労働契約の場合 
　 a　労働契約法の規定により、権利の濫用に当たる解雇は無効となります。 

○　期間の定めのある労働契約（有期労働契約）の場合 
　 a　労働者と有期労働契約を締結している場合には、やむを得ない事由がある場合でなければ、  
　 契約期間中に解雇することはできません。期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有
　 効性は厳しく判断されます。 
 

解雇予告手当 

解雇までの日数 30日前 

なし 

予　告 

20日前 

10日分 

予　告 

10日前 

20日分 

予　告 

解雇日 

30日分 ×平均賃金 

予告なし 
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Point 1 労働者名簿、賃金台帳を作成、保存しましょう a 労働基準法第107条、第108条、第109条 

・　労働者の労務管理を適切に行うため、労働者名簿を作成し、労働者の氏名、雇入れの年月日、退職の
年月日及びその事由等を記入しなければなりません。 
・　また、賃金台帳を作成し、労働者の氏名、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、基本給等を賃金
の支払の都度遅れることなく記入しなければなりません。 
・　これらは労働関係に関する重要な書類ですので、それぞれ3年間保存してください。 

（8）　労働者名簿、賃金台帳について 

Point 1 衛生管理体制を整備しましょう a 労働安全衛生法第12条、第12条の2、第13条、第18条ほか 

・　常時50人以上の労働者を使用する事業場は、衛生管理者や産業医を選任し、また、衛生委員会を設置
する必要があります。 
・　常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、衛生推進者を選任する必要があります。 
・　これらの衛生管理体制を整備し、労働者の健康障害の防止、健康の保持増進、労働災害の防止などを
図りましょう。 
 

Point 2 健康診断を確実に実施しましょう a 労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条、第44条、第45条ほか 

・　非正規労働者も含め、常時使用する労働者に対しては、 
　　　○　雇入れの際 
　　　○　１年以内ごとに１回 ※ 
　　　　   ※　深夜業等の特定業務に常時従事する者については、 
　　　　　　 6か月以内ごとに１回 
　定期に健康診断を実施しなければなりません。 

（9）　安全衛生の確保について 

記載 
事項 

保存 
期間 

労働者の氏名、 
雇入れの年月日、 
退職の年月日及びその事由　等 

労働者の氏名、賃金計算期間、 
労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、 
基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額　等 

労働者の退職等の日から3年間 最後の記入をした日から3年間 

労　働　者　名　簿 賃　金　台　帳 
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Point 4 労働災害の防止に努めましょう 

・　短時間労働者であっても、下記①②のいずれにも該当する場合は「常時使用する労働者」として健康
診断が必要です。 
　　①　期間の定めのない労働契約又は期間１年以上の有期労働契約により使用される者、契約更新に
　　  より１年以上使用され、又は使用されることが予定されている者 
　　②　週の労働時間数が、通常の労働者の週の労働時間数の４分の３以上である者 
・　なお、健康診断の実施は法で定められたものですので、その実施に要した費用を労働者に負担させる
ことはできません。 

・　労働者の安全と健康はかけがえのないものであり、常に労働災害の防止に努めましょう。特に、災害が多発し
ている腰痛災害や交通事故の防止に取り組んでください。  
・　以下の指針等を踏まえた災害防止対策を講じましょう。 
　　○　職場における腰痛予防対策指針　（平成6年9月6日付け基発第547号） 

　 　（http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/040325-5.html） 
　　○　交通労働災害防止のためのガイドライン　（平成20年4月3日付け基発第0403001号） 

　 　（http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/080703-1.html） 
　　○　ノロウイルスに関するＱ＆Ａ　　　　　　 

　 　（http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html） 
　　○　在宅介護サービス業におけるモデル安全衛生規程及び解説 

　 　（http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0503-1.html）  
・　労働者に対しては、雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を実施しなければなりません。安全衛生教
育の実施に当たっては、業務の実態を踏まえ、上記災害の原因、その防止等に関する項目を盛り込むよう配意し
ましょう。 
 

「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」 
（平成18年3月17日付け基発第0317008号）の主な内容 

 ・　時間外・休日労働の削減 
　○　時間外・休日労働協定は、限度基準（（3）Point4参照）に適合したものとしてください 
　○　月45時間を超える時間外労働が可能な場合にも実際の時間外労働は月45時間以下とするよう努めてください 
・　労働者の健康管理に係る措置の徹底 
　○　時間外・休日労働が１月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる（申出をした）労働者などに対し、医師     
　 による面接指導等を実施してください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

Point 3 過重労働による健康障害を防止しましょう a 過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置、労働安全衛生法第66条の8ほか 

・　「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」に基づき、過重労働による 
　健康障害防止措置を講じてください。 

等 
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Point 1 労働保険の手続を取りましょう 
・　労働保険とは、労働者災害補償保険（労災保険）と雇用保険の総称です。 
  介護労働者を含め労働者を一人でも雇っていれば、その事業場は労働保険の適用事業場となりますので、
労働保険の手続を取る必要があります。 

労　働　保　険 

労災保険とは 

　労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤に

より負傷等を被った場合等に、被災した労働者や遺

族を保護するため必要な保険給付等を行うものです。 

 

 

 

　労災保険の対象となる労働者 

　労働契約の期間や労働時間の長短にかかわらず、

全ての労働者が労災保険の対象となります。 

雇用保険とは  

　雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者

について雇用の継続が困難となる事由が生じた場

合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、

再就職を促進するために必要な給付等を行うもの

です。 

 

　雇用保険の対象となる労働者 

　1週間の所定労働時間が事業場の通常の労働者

の1週間の所定労働時間と同様の労働者については、

原則として、労働契約の期間にかかわらず、雇用保

険の対象となります。 

　また、短時間労働者（1週間の所定労働時間が事

業場の通常の労働者の1週間の所定労働時間より

も短く、かつ、40時間未満のもの）については、次

のいずれにも該当する場合に対象となります。 
 

① 1週間の所定労働時間が20時間以上である

こと 

② 反復して就労する者であること（具体的には、

6か月以上引き続き雇用されることが見込まれ

ること） 

（１０）　労働保険について 



厚生労働省/都道府県労働局/ハローワーク
都道府県/市区町村/雇用・能力開発機構

介護労働安定センター/地域ジョブ・カードセンター

職業訓練支援

雇入れ支援

定着支援

スキルアップ支援

～介護分野における雇用の創出・安定のため
介護施設や介護労働者の皆様に対して

様々な支援策を行っています～

平成２１年度版
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Ａ 実習型雇用支援事業

Ⅰ 概要

・６か月間、企業現場（介護分野の場合は、介護施設等）で雇い
入れて職場実習を行い、正規雇用につなげる事業

・介護施設に対し、実習期間中及び正規雇用した場合の助成措
置があります

受 入 事 業 所

実習型雇用
※ 実習期間

（６ヶ月）

就職
（期間の定めなし）

職場定着

［教育訓練（ＯＪＴ
＋ＯＦＦ-ＪＴ）の実施］

［実習結果を
踏まえた評価］

実
習
期
間
終
了

［メンターによる
指導等］

ハローワーク問合せ先

Ⅱ 特徴
○介護施設の皆様
□介護施設に対して、実習期間中と、
実習終了後に、正社員に雇い入れ
た場合、各々に助成措置があります
・実習型雇用中：月１０万円
・正社員で雇用した場合

：さらに１００万円
（半年定着後に５０万円、さらに
半年定着後に５０万円）

□実習終了後に、正社員採用の是非
を判断することができます。

○求職者のメリット
□実務経験を積み、自らの資格を活

かして、正規就職を目指したい方
におすすめ。（資格がない方でも
利用できます）

○訓練生等を受け入れて頂ける介護事業者の方は、Ａ～Ｄの
各問い合わせ先にお申し出ください

資格のある方をまず
は６ヶ月間有期雇用
で雇い入れ、

育成してから、正社
員採用したい

未経験の方に資格を
取らせながら、１年か
ら２年の間、実習生と
して雇い入れ、良け
れば採用したい

今すぐに

実務経験がある

方を採用したい

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
短期間の訓練生
（実習生）として受け
入れ、良ければ採
用を考えたい
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Ｂ 基金訓練
（独）雇用・能力開発機構
各都道府県センター

Ⅰ 概要

・雇用保険を受給できない方（非正規労働者等）等を対象に、職
業訓練受講中の生活保障給付（月額１０～１２万円）等を支給し
ながら、職業訓練を実施する事業

・基金訓練のコース
介護・福祉等の新規成長分野での再就職に必要な実践能力

を習得するための訓練（３か月～６か月）を実施します。職場実
習については、教育訓練機関から介護事業者に委託して実施
いただきます。

問合せ先

座 学

教育訓練機関等
職場実習

介護施設
就

職

３か月～６か月
（１か月当たり 100時間以上）

（社会福祉法人、専門学校等）

Ｃ 介護雇用プログラム 各都道府県・市町村問合せ先

Ⅱ 特徴
○介護施設の皆様
□教育訓練機関（訓練実施機関）から
実習受け入れ費（金額は双方の調
整になります。）が支払われます。

□実習生の適性を把握した後、雇用
に繋げることができます。

○求職者のメリット
□訓練・生活支援給付を受けながら、
介護分野における実践能力を身に
付けたい方におすすめ

□無料で講座を受講でき、資格取得
などを目指せます。
※テキスト代等実費については、
自己負担

９：００

１８：３０

１７：００

１６：２０

養成機関における講義及び実習

養成機関から施設への移動時間等

介護施設における介護労働
※ なお、夏期・冬期等の長期
休暇中は通常シフトで勤務可能

○ 講座受講中の週間スケジュール（例）

１３：１０

１２：１０

昼休み

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

Ⅰ 概要

・求職者を１年以内の期間雇い入れて、介護資格を取得する
ために養成施設に通学させながら、休校日等に介護労働に
従事してもらう事業

・介護福祉士を目指す事業は１年契約を更新して２年間の事
業実施が可能です

Ⅱ 特徴
○介護施設の皆様
□対象者の給与と、資格養成機関へ
の受講料については、一切負担は

ありません。（自治体からの委託費）

○求職者のメリット
□１年間にもわたる雇用の中で、ホー
ムヘルパー等の資格を取りたい方
におすすめ。

□無料で資格養成講座の受講がで
きます。

□働いている時間に加え、受講時間
についても給与が支給されます。

Ｄ 経験、資格ともにある方など
各ハローワーク

各都道府県福祉人材センター・バンク問合せ先

○ 求人条件に応じた方をご紹介いたします
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介護分野の事業者の方への支援策

新たに介護労働者を確保し、定着させたい

◆ 中核人材を雇い入れ◆

介護未経験者確保等助成金

雇入れ1人につき６ヶ月の支給対象期ごと
に２５万円（１年間で５０万円まで）

※企業規模に応じて上限あり

介護関係業務の未経験者を雇い入
れ、一定期間定着させた介護事業者

各都道府県労働局・ハローワーク

介護基盤人材確保等助成金

雇入れ１人当たり７０万円（１事業者３人まで）

●社会福祉士又は介護福祉士

●訪問介護員（１級）

●介護職員基礎研修修了者

●サービス提供責任者

のいずれかの資格を持ち、実務経験が１
年以上の方を雇い入れた介護事業者

・改善計画、申請計画

→ 介護労働安定センター各都道府県支部

・支給申請→ 各都道府県労働局・ハローワーク

福祉人材確保重点対策事業

主要なハローワークに設置する｢福祉
人材コーナー｣における介護分野の就
業経験者等による求人充足に向けての
助言・指導

助言・指導を希望する介護事業者

各都道府県労働局・ハローワーク

◆他の事業所と連携したい◆

複数事業所連携事業

複数の事業所が連携して、合同採用や
研修等を行った場合に一定額を助成

連携事業を行う介護事業者、養成校

各都道府県福祉人材確保担当部局

福祉・介護人材マッチング支援事業

キャリア支援専門員が人材を採用・
定着できる職場づくりに向けた助言・
指導を実施

助言・指導を希望する介護事業者

各都道府県福祉人材センター

◆未経験者を雇い入れ◆

◆指導・助言を受けたい◆ ◆相談したい◆

事 業 名

支援(助成）の内容

対 象 事 業 者

問い合わせ先

表
の
見
方
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あらかじめ適性をみたい

◆ ◆ ◆ 訓練・資格取得などに協力しながら・・・◆ ◆ ◆

①基金訓練（緊急人材育成支援事業）

②公共職業訓練

③介護労働講習（介護職員基礎研修）

実習を組み込んだ職業訓練におい
て、実習受け入れ先として訓練受講生
を受け入れることにより、受講生の適
性等を予め確認

訓練生を受け入れる介護事業者

①（独）雇用・能力開発機構各都道府県センター

②（独）雇用・能力開発機構各都道府県センター
各都道府県職業能力開発主管課

③（財）介護労働安定センター各都道府県支部

職場体験事業

福祉・介護の職場体験の機会の提供

職場体験者を受け入れる介護事業者

各都道府県福祉人材確保担当部局

「働きながら資格をとる」

介護雇用プログラム

自治体からの委託を受けて、介護資格
（ヘルパー、介護福祉士等）の養成機関
に通わせながら介護労働の経験を付与

原則１年以内の雇用契約で雇い入れ、
働きながら資格を取得させる介護事業

者

各都道府県介護保険担当課室

実習型雇用支援事業

実習期間：1人10万円/月、正規雇入
れ：1人100万円（6箇月の支給対象期
ごとに50万円ずつ）

未経験者等を6ヶ月の有期雇用で実習
等を行い、その後に正規で雇い入れを
目指す介護事業者

各都道府県労働局・ハローワーク

◆ 資格の勉強をさせながら、
働かせたい ◆

介護職員処遇改善交付金

介護職員の処遇改善に取り組む事
業者に対し、介護職員（常勤換算）
１人当たり月額平均1.5万円の賃金
引上げに相当する額の資金を交付
平成22年度以降、キャリアパスに

関する要件を追加

介護職員の賃金改善を行う見込み
があること

労働保険に加入していること

等に該当する介護事業者

各都道府県介護保険担当課室

介護労働者設備等整備モデル奨励金

介護福祉機器(移動用リフト等)につ
いて導入・運用計画を都道府県労
働局に提出、認定を受けて導入し、
雇用管理の改善を図った介護事業
者

導入等の所要経費の１／２

(上限２５０万円まで)

各都道府県労働局・ハロ―ワーク

◆給与の水準を引き上げたい◆

◆ 自社で育成し、
正規で雇い入れたい ◆

◆介護福祉機器を導入したい◆

ジョブ・カード制度における雇用型訓練

（新たに雇い入れる方向け）

正社員経験の少ない方や新規学卒
者を雇用し、訓練計画に基づき座学
と企業実習の機会を提供する事業主
について、訓練経費や訓練期間中の
賃金等を助成

雇用保険適用の介護事業者

地域ジョブ・カードセンター（県庁所在
地等の商工会議所）

◆即戦力となる人材を育成したい◆
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職員の定着・レベルアップを図りたい

研修コーディネート事業

介護施設における教育訓練の実
施について、訓練のノウハウ等に
関する相談・情報提供を実施

相談等を希望する介護事業者

（財）介護労働安定センター各
都道府県支部

福祉・介護人材定着支援事業

就職して間もない従事者に
対する巡回相談等を実施

相談等を希望する介護事業者

各都道府県福祉人材確保担当部局

◆ ◆ ◆ 職員の能力を引き上げたい ◆ ◆ ◆

潜在的有資格者等養成支援事業

職員のOFF-JTを行うことが困難な
事業所の従事者に対し、ｷｬﾘｱｱｯ
ﾌﾟを支援するための研修を実施

※この他、介護福祉士等の資格
を有していながら現在就労してい
ない方々に対する再就労のため

の研修等を実施

研修を希望する介護事業者

各都道府県福祉人材確保担当部局

代替職員の確保による現任介護職員等の
研修支援事業

現任介護職員等を研修等に派遣
する場合に必要な代替職員を雇
用する事業

代替職員を雇い入れる介護事業者

各都道府県介護保険担当課室

キャリア形成訪問指導事業

養成校等が事業所を巡回・訪
問して職員のｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ等のた
めの研修を実施

研修を希望する介護事業者

各都道府県福祉人材確保担当部局

キャリア形成促進助成金

事業主が、その雇用する労働者
等について、職業訓練・教育訓練
を行う場合、訓練期間中の賃金及
び訓練経費の一部を助成

雇用保険適用の介護事業者

（独）雇用・能力開発機構各都道府
県センター

ジョブ・カード制度における雇用型訓練

（在職非正規労働者向け）

既に介護事業所に雇用されている非
正規労働者を正社員化する目的で、訓
練計画に基づき座学と企業実習の機
会を提供する事業主について、訓練経
費や訓練期間中の賃金等を助成

雇用保険適用の介護事業者

地域ジョブ・カードセンター（県庁所
在地等の商工会議所）

実習受入施設ステップアップ事業

実習受入に関する報告会や講
習会を開催し、実習指導のレ
ベル向上等を図る

実習生を受け入れる介護事業者

各都道府県福祉人材確保担当部局

◆ ◆ ◆ 相談したい ◆ ◆ ◆

このパンフレットに記載のあ
る他にも、支援を受けるた
めの各種要件がありますの
で、支援を受けようとする介
護関連事業主の方は、事前
に余裕を持ってお問い合わ
せください
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送付先FAX番号 ０８６－２２４－２２１５FAX送信表

岡山県 保健福祉部 長寿社会対策課 事業者指導班 行

県からの通知等に係るメールアドレス登録票

（有料老人ホーム・特定施設）

平成１９年度より、県からの通知、お知らせ等はメールで行っています。メールアドレスを取得し

ていない事業所については、今後ＦＡＸでお知らせすることになりますので御了承ください。

記入日 平成 年 月 日

事業所名

① 事業所として初めての登録ですか？（これまで登録しているメールアド

レスはありませんか。）

→ はい ・ いいえ

② 上記①の質問で「いいえ」とした事業所のみお答えください。

メールアドレス 登録済みのメールアドレスはどうしますか？

→ アドレス変更のため消去希望 ・ 消去せず追加で登録希望

アドレス記入欄

（正確に記載すること。アンダーバーとハイフン、ゼロとＯなどに注意。）

職 名

氏 名

記入者

電 話

F A X

※原則として、事業所のメールアドレスを登録するようにしてください。



※宛先(FAX )は県民局特定施設入居者介護事業所をご覧ください。番号

質 問 票

平成 年 月 日

事業所名
（医 療 機 関 名）

種別 ３ ３サービス 事 業 所 番 号

所 在 地

Ｆ Ａ Ｘ 番 号電話番号

担当者名 (氏名) (職名)

【質 問】

【回 答】

※ ご質問がある場合は、この質問票により、必ず にてお問い合わせください。ＦＡＸ



平成２２年２月１日現在

県担当課 所在地 管轄する市町村

備前県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第二班

〒703-8278

岡山市中区古京町１-１-１７

岡山市、玉野市、備前市、
瀬戸内市、赤磐市、
和気町、吉備中央町

第
一
班

直通 086-434-7162
FAX　086-427-5304

倉敷市、総社市、早島町

第
二
班

直通 086-434-7054
FAX　086-427-5304

笠岡市、井原市、高梁市、
新見市、浅口市、
里庄町、矢掛町

美作県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者班

〒708-0051

津山市椿高下１１４

津山市、真庭市、美作市、
新庄村、鏡野町、

勝央町、奈義町、西粟倉村、
久米南町、美咲町

直通 0868-23-1291
FAX  0868-23-2346

県民局特定施設入居者生活介護担当課一覧

〒710-8530

倉敷市羽島１０８３

備中県民局

健康福祉部 健康福祉課
事業者第一班
事業者第二班

電話番号・ＦＡＸ

直通 086-272-3995
FAX  086-272-2660




